
日本古代における地方吏僚集団の形成とその限界(西別府)

日
本
古
代
に
お
け
る
地
方
吏
僚
集
団
の
形
成
と
そ
の
限
界

西
別
府
　
　
元

R
H

は

じ

め

に

人
間
と
人
間
と
の
結
合
は
、
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
変
革
す
る
の
か
。

歴
史
の
な
か
に
お
け
る
人
間
、
と
り
わ
け
政
治
家
の
判
断
と
行
動
を
具

体
的
に
観
察
す
る
と
き
、
彼
を
と
り
ま
く
人
々
の
存
在
と
そ
こ
に
形
成

さ
れ
る
行
動
の
ベ
ク
ト
ル
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
極
め
て
重
要

な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
石
母
田
正
氏
が
正
し
く
提
起
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
政
治
史
に
お
け
る
課
題
と
し
て
四
点
を
指
摘

し
た
石
母
田
氏
は
、
そ
の
第
四
と
し
て
政
治
の
領
域
で
指
導
的
役
割
を

は
た
し
た
政
治
家
の
研
究
を
挙
げ
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
「
(
政
治
家
の
)

政
策
の
研
究
は
特
定
の
政
策
に
よ
っ
て
自
己
の
利
害
を
貫
徹
し
よ
う
と

す
る
一
定
の
集
団
や
勢
力
ま
た
は
階
層
等
々
を
背
後
に
予
想
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
そ
の
政
策
が
ど
れ
ほ
ど
政
治
的
意
義
を
も
っ
た
か
を
知
る

た
め
に
は
諸
階
級
、
諸
勢
力
間
の
全
体
的
関
係
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な

(
1
)

ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
個
々
の
政
治
家
を
と
り
ま
く
多

様
な
集
団
　
(
階
級
・
信
仰
・
階
層
・
身
分
・
主
従
関
係
等
を
結
合
媒
介

と
し
た
)
　
の
存
在
と
、
そ
こ
に
働
く
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
様
式
・
理
念
・

集
団
の
ベ
ク
ト
ル
と
個
人
の
意
志
決
定
の
あ
り
か
た
を
具
体
的
に
と
ら

え
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
既
存
の

政
治
的
・
文
化
的
・
精
神
的
・
自
然
的
環
境
の
な
か
で
、
自
ら
の
背
後

に
自
己
を
同
一
化
で
き
る
集
団
を
も
っ
た
政
治
家
と
そ
の
集
団
の
検
討

を
提
起
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
策
と
そ
れ
を
支
え
る
政
治
集
団
の
検
討
は
、

そ
の
後
の
日
本
古
代
史
研
究
に
お
い
て
十
分
に
追
究
さ
れ
て
き
た
と

は
、
残
念
な
が
ら
い
い
が
た
い
状
況
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
従
来
の
政
治

集
団
の
検
出
は
、
血
縁
的
関
係
に
着
目
す
る
か
、
あ
る
い
は
政
治
的
変

革
・
事
件
後
の
毀
誉
褒
敗
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
政
策
あ
る
い
は
政
治

上
の
理
念
か
ら
政
治
的
集
団
を
検
出
す
る
こ
と
は
、
門
脇
禎
二
・
佐
藤

(
2
)

宗
詳
両
氏
の
新
官
人
・
良
吏
論
を
の
ぞ
け
ば
、
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
両
氏
の
論
で
も
、
政
治
集
団
の
確
定
、
政

治
集
団
と
政
策
の
関
連
性
な
ど
に
関
し
て
は
、
不
明
確
さ
曖
昧
さ
が
残

っ
て
い
る
と
考
え
る
。
今
追
究
さ
れ
る
べ
き
は
、
政
策
に
も
と
づ
く
政

治
集
団
の
析
出
で
あ
る
が
、
当
然
そ
の
構
成
員
相
互
の
あ
い
だ
に
、
・
一



定
の
人
格
的
な
結
合
関
係
　
(
相
識
性
)
　
と
自
ら
を
そ
の
な
か
に
埋
没
さ

せ
る
共
属
意
識
、
政
治
的
利
害
の
一
致
な
ど
が
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。政

治
変
革
の
主
体
と
な
る
政
治
集
団
内
部
に
お
け
る
結
合
の
様
相
や

意
識
・
心
性
の
追
究
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
歴
史
的
立
場
に
若

干
の
相
違
は
あ
る
が
、
近
年
の
ア
ナ
ー
ル
学
派
的
ソ
シ
ア
ビ
リ
テ
論
歴

史
学
に
お
い
て
も
、
「
生
活
論
理
か
ら
権
力
へ
」
と
い
う
視
点
と
し
て

(
3
)

掟
起
さ
れ
て
お
り
、
今
後
深
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
究
視
角
と

い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
近
年
の
提
起
は
主
と
し
て
近
代
社
会
に
お
け

(
4
)

る
、
共
同
体
か
ら
の
分
離
と
個
の
確
立
が
前
提
と
な
っ
た
論
議
で
あ
り
、

本
報
告
の
対
象
と
す
る
時
代
と
は
か
な
り
の
ず
れ
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
近
代
と
は
異
質
な
構
造
の
前
近
代
社
会
に
お
け
る
集
団
の
形
成
、

人
的
結
合
の
あ
り
か
た
の
一
例
を
析
出
し
、
そ
の
集
団
が
政
治
変
革
の

な
か
で
は
た
し
た
歴
史
的
役
割
を
検
討
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
人
間

の
結
合
が
歴
史
の
な
か
で
も
つ
意
味
を
考
察
す
る
一
助
と
し
た
い
。

な
お
本
報
告
で
は
∵
社
会
と
国
家
支
配
の
境
界
に
あ
っ
て
、
そ
の
政

治
的
思
想
理
念
の
吟
味
を
常
に
迫
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
令
制
国
の
行
政

を
担
当
す
る
国
司
や
、
こ
れ
を
統
偏
す
る
大
宰
府
々
官
と
い
う
政
治
的

存
在
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。
一
般
に
古
代
社
会
に
お
い
て
は
、
権
力

意
志
の
執
行
者
(
そ
の
多
く
は
国
司
層
で
あ
る
)
が
、
社
会
的
諸
階
層

や
地
域
社
会
の
状
況
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
律
令
的
政

治
理
念
に
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
揺
ら
ぎ
を
認
識
し
、
そ
の
揺
ら
ぎ

を
安
定
化
さ
せ
よ
う
と
模
索
す
る
な
か
で
、
様
々
な
政
治
的
理
念
を
形

成
・
組
織
化
し
て
政
治
集
団
が
出
現
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
の
意
味
で
彼
ら
地
方
吏
僚
層
こ
そ
、
政
策
に
も
と
づ
く
政
治
的
結
合

の
可
能
性
が
最
も
高
い
と
判
断
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
ら
が
接
す
る
地
域
社
会
は
、
五
畿
七
道
諸
国
の
枠
で
分

割
さ
れ
、
個
々
に
直
接
中
央
政
府
と
直
結
す
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
お

り
、
国
司
層
が
地
域
行
政
の
課
題
を
共
有
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で

あ
っ
た
。
.
す
な
わ
ち
彼
ら
国
司
層
を
、
一
定
の
政
策
と
共
属
意
識
に
も

と
づ
く
政
治
的
集
団
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
わ
ざ
る
を

(
5
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え
な
い
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
唯
一
西
海
道
　
(
九
州
)
　
の
み
が
、
大
宰

府
と
い
う
機
構
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
お
h
ソ
、
個
々
の
課
題
が
大
宰
府

を
媒
介
に
し
て
全
体
の
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

西
海
道
は
い
わ
ば
、
国
司
層
を
集
団
と
し
て
把
握
し
う
る
可
能
性
が
存

在
し
た
、
ま
さ
に
地
方
吏
僚
層
の
相
識
性
・
共
属
意
識
の
枠
と
し
て
の

意
味
を
も
ち
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
西
海
道
と
い
う
日
本
古
代
国
家
の
な
か
で
は
特
異
な
地
域
を

対
象
に
、
彼
地
に
派
遣
さ
れ
た
大
事
府
官
人
・
西
海
道
議
国
司
に
よ
る

人
的
結
合
の
可
能
性
を
想
定
し
、
彼
ら
が
特
異
な
地
方
行
政
機
構
の
な

か
で
、
分
裂
と
轟
離
の
危
機
を
克
服
し
な
が
ら
、
共
属
的
意
識
を
形
成

し
、
か
つ
律
令
制
的
地
方
行
政
の
理
念
に
一
定
の
変
革
を
せ
ま
り
な
が

ら
も
、
最
終
的
に
は
古
代
国
家
機
構
の
な
か
に
、
再
度
自
ら
を
埋
没
さ

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
限
界
を
、
東
ア
ジ
ア
と
の
接
点
と
し
て
の
地
域

性
を
ふ
ま
え
な
が
ら
検
討
し
た
い
。
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一
、
西
海
道
に
お
け
る
人
的
結
合
と
国
例
の
展
開

変
貌
す
る
地
域
社
会
に
対
噂
し
、
律
令
的
政
治
理
念
の
浸
透
と
律
令

的
統
治
方
式
の
実
践
を
使
命
と
す
る
国
司
に
と
っ
て
、
そ
こ
に
生
じ
る

矛
盾
や
揺
ら
ぎ
の
解
消
手
段
と
し
て
有
効
な
方
策
は
、
政
府
指
令
の
現

実
的
運
用
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
政
策
の
是
正
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、
国

司
解
l
太
政
官
奏
l
天
皇
裁
可
l
太
政
官
符
l
民
部
省
符
l
国
司
と
い

う
径
路
を
へ
て
実
現
さ
れ
、
そ
の
多
く
は
「
諸
国
准
レ
此
」
と
の
付
帯

指
令
に
よ
っ
て
、
国
家
的
政
策
と
し
て
の
権
威
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
手
続
き
を
へ
ず
に
、
現
実
的
運
用
に
よ
っ
て
矛
盾
が

調
整
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
を
国
例
と
よ
ん
だ
。
国
例
の
多
く
は
、

各
国
独
自
の
対
応
が
必
要
な
も
の
、
官
符
詔
勅
で
定
め
る
程
も
な
い
も

の
、
律
令
的
枠
組
に
抵
触
・
逸
脱
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ

れ
ら
の
国
例
は
、
太
政
官
政
府
の
時
宜
折
々
の
判
断
に
よ
っ
て
否
定
さ

(
6
)

れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
を
恒
常
的
運
用
方
式
と
し
て
お
く
に
は
、
官

符
詔
勅
な
ど
に
よ
っ
て
法
制
化
し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
国
例
自
体
は
、
律
令
制
の
当
初
か
ら
存
在
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
九
世
紀
に
は
い
る
と
、
上
述
の
内
容
と
は
異
質
な
国
例
が
み

う
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
貞
観
十
五
年
に
筑
前
国
に
実

施
さ
れ
た
「
濵
下
班
田
之
日
。
揮
二
艮
田
九
百
五
十
町
一
。
不
レ
論
二
土

浪
人
一
。
頒
充
令
中
耕
佃
下
。
夏
時
以
二
正
税
一
(
‥
)
買
二
備
調
庸
-
。
秋
日

以
二
獲
稲
一
。
填
二
納
本
倉
一
。
」
と
い
う
政
策
は
、
二
重
の
意
味
で
、

律
令
的
理
念
や
原
則
に
抵
触
し
、
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
浮
浪
人
に
た
い
し
本
質
地
に
居
住
し
て
い
る
人
々
　
(
土
人
)
　
と
区

別
な
く
、
公
田
耕
作
を
義
務
づ
け
よ
う
と
す
る
政
策
は
、
浮
浪
人
と
土

人
を
峻
別
す
る
原
則
に
抵
触
す
る
政
策
で
あ
り
、
か
つ
調
庸
物
を
交
易

に
よ
っ
て
調
達
す
る
方
策
も
ま
た
人
身
賦
課
の
原
則
か
ら
逸
脱
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
政
策
の
う
ち
、
不
論
土
浪
政
策
は
、

元
慶
五
年
の
肥
前
国
司
解
で
は
、
筑
後
国
例
で
あ
り
準
拠
す
べ
き
方
策

(
8
)

と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
律
令
的
理
念
や
枠
組
み
を
逸
脱
し
た
国
例
に
つ
い
て
戸
田

芳
実
氏
は
、
「
律
令
的
公
民
の
身
分
規
定
・
賦
課
法
、
お
よ
び
国
務
対

梓
の
処
罰
規
定
に
非
律
令
的
な
重
大
な
修
正
を
加
え
、
そ
れ
を
慣
習
法

的
な
諸
国
例
と
し
て
立
法
化
し
た
」
も
の
が
国
例
で
あ
り
、
貞
観
年
間

ご
ろ
か
ら
み
え
は
じ
め
、
の
ち
の
国
街
法
の
前
提
に
な
る
も
の
と
さ
れ

(
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て
い
る
。

国
例
の
成
立
は
、
当
然
同
じ
課
題
を
お
う
周
辺
諸
国
の
関
心
を
ひ
く

も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
九
世
紀
以
降
、
他
国
の

国
例
を
自
国
に
導
入
す
る
動
き
が
顕
在
化
し
た
こ
と
に
注
目
す
べ
.
き
で

あ
る
。
他
国
の
国
例
の
導
入
は
、
各
国
司
の
解
状
に
お
け
る
↓
准
○
○

(
1
0
)

国
例
」
と
い
う
表
現
と
し
て
史
料
上
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
l
そ

の
最
も
初
期
の
例
は
、
大
帳
を
朝
集
使
に
付
託
す
る
と
い
う
陸
奥
国
例

(〓-

を
自
国
に
も
準
用
し
て
欲
し
い
と
い
う
嘉
祥
二
年
の
出
羽
国
解
で
あ

る
。
し
か
し
四
度
公
文
の
上
進
方
法
の
改
変
自
体
は
、
律
令
制
的
枠
組

み
に
抵
触
す
る
も
の
で
な
く
、
こ
れ
以
前
の
官
符
で
も
再
三
み
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
二
年
後
の
仁
寿
元
年
の
薩
摩
国
解
に
み



え
る
、
剰
田
を
直
営
し
て
そ
の
獲
稲
を
国
書
生
の
食
料
に
あ
て
る
日
向

・
大
隅
の
国
例
は
、
太
政
官
厨
の
財
源
た
る
剰
田
の
経
営
方
式
の
変
更

(
1
2
)

で
あ
り
、
律
令
的
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
れ
以
後
、
九
州
や
山
陰
、
東
国
を
中
心
に
し
て
他
国
の
国

例
を
準
用
す
る
こ
と
を
請
う
解
が
頻
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し

た
な
か
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
元
慶
年
間
の
太
政
官
か
ら
の
報
符

を
ま
た
ず
に
斑
田
を
行
な
う
豊
後
国
例
が
、
筑
後
国
や
肥
前
国
で
採
用

(
1
3
)

さ
れ
、
ま
た
前
司
浪
人
を
論
ぜ
ず
耕
作
面
積
に
た
い
し
正
税
を
斑
給
す

へ
〓
」

る
筑
後
国
例
が
肥
前
国
で
採
用
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、

班
田
の
中
央
集
権
的
統
制
や
、
正
税
の
人
別
賦
課
と
い
う
律
令
的
理
念

・
枠
組
み
に
抵
触
・
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
牢
府
の
解
を
請
わ

ず
に
国
司
が
上
京
し
て
正
税
帳
勘
会
の
場
に
臨
む
筑
後
・
肥
前
・
豊
後

]岨〔

の
国
例
が
日
向
国
で
も
採
用
さ
れ
た
事
例
も
、
西
海
道
国
司
の
任
中
上

(
1
6
)

京
を
禁
じ
た
太
政
官
符
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
律

令
的
制
度
の
改
変
と
い
え
よ
う
。

西
海
道
に
お
け
る
国
例
の
あ
い
つ
ぐ
採
用
は
、
そ
の
方
向
が
律
令
的

理
念
に
抵
触
し
、
そ
の
枠
組
み
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
や
、

大
宰
府
の
仲
介
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
国
の
国

司
に
よ
る
立
案
で
は
な
く
、
大
宰
府
・
西
海
道
諸
国
司
の
連
携
に
よ
る

も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
国
の
国
例
砿
関
す
る

情
報
を
ど
の
よ
う
に
掴
む
の
か
、
時
代
は
や
や
逆
上
る
が
、
大
宰
府
や

西
海
道
諸
国
と
太
政
官
政
府
の
間
の
往
復
文
書
を
開
封
し
て
い
た
長
門

(
1
7
)

関
司
や
山
陽
道
諸
国
司
の
対
応
と
比
較
し
て
考
え
る
と
、
西
海
道
に
お

け
る
相
互
連
絡
体
制
の
確
立
、
九
州
国
司
相
互
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

国
例
の
互
通
は
、
い
わ
ば
政
策
を
と
お
し
た
国
相
互
間
の
ネ
ッ
ト
・

ワ
ー
ク
と
い
え
る
が
、
そ
の
背
後
に
西
海
道
全
体
を
統
括
す
る
大
事
府

の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
解
の
作
成
や
奏
上
に
一
定

の
内
容
的
な
関
与
の
可
能
性
も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
こ

に
行
政
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
管
内
諸
国
へ
の
浸
透
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ

と
も
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
政
策
の
浸
透
の

前
提
に
は
、
大
事
府
官
吏
と
諸
国
司
と
の
間
の
人
的
な
交
流
、
と
く
に

相
互
の
信
頼
関
係
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
人

的
交
流
の
面
で
、
九
世
紀
後
半
の
西
海
道
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と

は
、
大
宰
府
官
吏
と
西
海
道
国
司
の
積
極
的
な
人
事
面
で
の
交
流
で
あ

る
。別

表
は
、
八
～
九
世
紀
に
お
け
る
大
事
府
・
西
海
道
国
司
問
の
移
動

を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
九
世
紀
以
降
の
積
極
的
な
地

方
官
人
の
入
れ
替
え
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
八
世

紀
に
お
け
る
大
宰
府
・
西
海
道
国
司
間
の
移
動
は
、
左
遷
や
大
事
府
な

い
し
筑
前
国
廃
止
な
ど
に
と
も
な
う
も
の
が
大
半
で
あ
り
、
い
わ
ば
自

然
的
無
作
為
の
移
動
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
九
世
紀
中
葉
以
降

は
、
左
遷
な
ど
に
よ
る
移
動
が
皆
無
と
な
っ
た
の
に
た
い
し
、
少
弐
と

官
長
の
交
替
が
頻
繁
に
み
ら
れ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
意
図

的
な
官
人
の
配
置
換
え
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、

十
世
紀
以
降
に
関
し
て
は
、
文
献
上
は
移
動
の
事
例
を
確
認
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
▼
た
。
依
拠
す
る
史
料
の
性
格
的
相
違
も
あ
る
が
、
大
事

府
・
西
海
道
国
司
問
の
移
動
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
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別表　8・9世紀における大事府府官と西海道国司交替表

霊亀元年(715)　　　道首名

天平13年(741)　　　阿倍子島

天平勝宝6年(754)　吉備真備

天平宝字8年(764)　采女浄庭

天平神護元年(765)　佐伯毛人

.紀広純

佐伯今毛入

神護景雲2年(768)　紀広純

3年　　　　　中臣習宜阿曾麻呂

宝亀2年(771)　　　阿倍御県

3年　　　　　　　中臣習宜阿曾麻呂

5年　　　　　　　多治比豊浜

延暦元年(782)　　　安倍石行

多治比継兄

10年　　　　　　　藤原園人

大同3年

承和9年

嘉祥2年

斉衡2年

天安元年

8　2　9　5　7

〇

　

一

1

　

4

　

5

　

5

一

H

八

)

　

0

0

　

8

　

8

　

8

(

　

(

　

(

　

(

　

(

紀長田麻呂

橘真直

登美直名

仲嗣王

当野平麻呂

2年　　　　　　　橘三夏

貞観2年(860)　　　小野貞樹

藤原真数

3年　　　　　　　藤原冬緒

藤原貞庭

5年　　　　　　　藤原貞庭

永原永琴

藤原有蔭

8年　　　　　　　在原安貞

紀継雄

元慶初年　　　　　　　藤原智泉

佐伯春継

2年(878)　　　藤原仲直

4年　　　　　　　藤原房雄

仁和2年(885)　　　大神良臣

肥後守→筑後守

大事大監→肥後守

肥前守→大宰大弐

豊後守→大宰少弐

大事大弐→多微守(左遷)

大事少弐→薩摩守(左遷)

肥前守→大宰大弐

薩摩守→筑後守

豊前介→多軌守(左遷)

筑前守→豊前守(筑前国廃止)

多相.守→大隅守

豊前守一◆大字少弐

大宰少弐→豊後守

豊後守→大事少弐

大字少弐→豊後守

筑前守→大事少弐

肥後介→筑後権技(左遷)

大宰少弐→豊後権守

豊前守→(?)→肥前守

豊前介→肥前権介-◆(貞観元年豊後介)

筑前守→大宰少弐

大事少弐→肥後守

大字少弐→肥後守

(貞観元年肥後守)→右中弁→大牢大弐

大字少弐→筑前守

大字少弐→筑前守

肥前介→筑前介

貞観4年肥前守→民部少輔→大宰少弐

大事少弐→肥後守

肥前介→豊後守

肥後介→豊後守ノバ

筑前権大目→大隅守

豊前守→大事権少弐

大宰少弐→肥後守

肥前介→豊後介



考
え
る
。

八
～
十
世
紀
の
西
海
道
・
大
宰
府
の
地
方
官
吏
の
補
任
状
況
を
考
え

る
と
、
九
世
紀
後
半
の
人
事
の
交
流
が
一
定
の
目
的
の
う
え
に
な
さ
れ

た
こ
と
、
そ
れ
は
行
政
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
浸
透
と
い
う
一
般
論
で
は
な
く
、

九
世
紀
後
半
の
歴
史
的
課
題
を
解
消
す
る
た
め
に
目
的
意
識
的
に
実
施

ざ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
大
宰
府
官

人
・
西
海
這
国
司
間
の
意
識
的
な
相
識
性
の
浸
透
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
形
成
あ
る
い
は
導
入
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
う

し
た
西
海
道
に
お
け
る
国
司
相
互
間
の
人
的
結
合
が
、
前
述
の
国
例
の

継
受
を
、
実
質
的
な
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大
宰
府
官
人
と
西
海
道
国
司
と
く
に
官
長
級
の
交
流
に
た
い
し
、
そ

の
下
位
の
ク
ラ
ス
の
交
流
は
、
史
料
的
に
確
認
が
困
難
で
あ
る
。
し
か

し
、
た
と
え
ば
肥
前
国
養
父
郡
の
人
で
あ
る
筑
紫
火
公
貞
直
と
そ
の
兄

(1。。)

貞
雄
が
、
そ
れ
ぞ
れ
大
事
少
典
と
豊
後
大
目
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、

ま
た
伊
予
国
の
人
と
推
定
さ
れ
る
越
智
広
成
が
豊
後
権
橡
に
任
じ
ら
れ

(
1
9
)

て
い
た
こ
と
な
ど
の
事
実
を
注
目
し
た
い
ひ
と
く
に
、
大
宰
府
は
八
世

(
2
0
)

紀
初
頭
に
接
・
介
の
任
用
権
を
獲
得
し
て
お
り
、
府
官
人
を
も
っ
て
こ

(
2
1
)

れ
に
任
じ
た
例
も
あ
る
。
こ
う
し
た
西
海
道
な
い
し
は
周
辺
地
域
の
豪

族
が
、
大
宰
府
に
よ
っ
て
府
官
人
や
任
用
国
司
に
採
用
さ
れ
、
ま
た
大

宰
府
に
よ
っ
て
そ
の
配
置
換
な
ど
も
頻
繁
に
実
施
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
下
級
地
方
官
吏
層
の
人
的
交
流
の
存
在
の
可
能
性

は
極
め
て
高
か
っ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
.
へ
て
き
た
よ
う
に
、
九
世
紀
後
半
の
西
海
道
に
は
、
大
宰
府

宮
人
と
諸
国
々
司
と
の
あ
い
だ
に
、
人
的
な
結
合
関
係
の
存
在
を
想
定

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
人
的
結
合
、
と
り
わ

け
大
宰
大
弐
・
少
弐
と
西
海
道
国
司
　
(
官
長
)
　
と
の
そ
れ
は
、
別
表
に

よ
る
限
り
恒
常
的
に
存
在
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ

う
。
人
的
結
合
も
ま
た
独
自
の
歴
史
的
背
景
と
課
題
を
お
っ
て
い
た
と

考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
以
下
、
そ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

二
.
西
海
道
に
お
け
る
地
方
吏
僚
層
の
確
執
と
分
裂

大
宰
府
は
、
西
海
道
に
お
け
る
行
政
・
貿
易
・
文
化
な
ど
の
セ
ン

タ
ー
で
あ
っ
た
。
西
海
道
諸
国
の
調
庸
物
は
大
事
府
に
集
約
・
消
費
さ

れ
、
各
種
の
公
文
は
大
宰
府
を
通
じ
て
太
政
官
政
府
の
も
と
に
送
ら
れ

た
。
大
事
府
は
西
海
這
諸
国
の
統
轄
官
司
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
大

宰
府
の
機
能
や
、
前
節
に
指
摘
し
た
大
宰
府
・
西
海
道
諸
国
司
間
の
連

携
か
ら
み
る
と
、
お
よ
そ
信
じ
が
た
い
事
態
が
九
世
紀
中
葉
に
出
現
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
大
宰
府
は
次
の
よ
う
に
上
奏
し
て
い

(
2
2
)

る
。

承
前
之
例
。
諸
国
司
等
。
能
守
二
管
摂
之
理
l
。
深
長
二
府
司
之

成
一
。
就
レ
事
故
召
応
レ
響
参
赴
。
而
頃
年
国
事
疎
慢
殊
甚
。
達
レ
命

者
衆
応
レ
召
老
寡
。
或
轍
レ
出
二
国
境
一
。
廻
避
不
レ
来
。
或
錐
レ
到
二

府
頭
一
。
拒
拝
徒
帰
。
爾
有
二
積
習
一
骨
無
二
俊
悔
一
。
庶
政
稽
擁
莫
レ

不
レ
由
レ
斯
。

こ
の
大
宰
府
解
に
み
え
る
事
態
は
、
解
特
有
の
誇
張
が
あ
る
と
し
て

も
、
ま
さ
に
大
宰
府
の
機
能
喪
失
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
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た
事
態
は
、
大
宰
府
の
財
政
に
も
当
然
深
刻
な
状
況
を
引
き
起
こ
し
て

い
た
。
そ
の
一
端
を
貞
観
四
年
の
大
事
府
解
は
「
今
府
庫
所
レ
納
雑
米
。

嬰
一
理
官
舎
器
杖
一
井
遥
士
商
卒
根
厨
司
染
所
之
使
料
等
惣
三
千
七
百

/

八
十
飴
斜
。
或
正
税
或
府
傍
。
年
料
幸
運
色
別
有
レ
数
。
而
国
郡
僻
緩
。

未
進
猥
積
。
因
レ
新
約
官
雑
物
頁
進
達
レ
期
。
府
中
例
用
閉
乏
多
レ
時
。
」

と
翌
日
し
て
い
毎
二
つ
の
解
に
表
現
さ
れ
た
事
態
は
、
大
事
府
官
人

と
西
海
這
国
司
の
対
立
・
確
執
の
結
果
た
ち
い
た
っ
た
状
況
と
考
え
ら

れ
る
。
な
に
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
事
態
に
た
ち
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
九
世
紀
前
半
の
大
事
府
と
西
海
道
国
司
と
の
関
係
を
検
討
し
、

そ
の
原
因
を
考
察
し
た
い
。

大
事
府
と
西
海
道
国
司
と
の
関
係
、
と
く
に
政
務
運
営
上
の
関
係
を

考
え
る
場
合
、
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
公

(飢)

文
勘
会
の
し
く
み
で
あ
る
。
す
で
に
諸
先
学
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

西
海
道
諸
国
は
、
正
税
帳
や
調
庸
帳
な
ど
い
わ
ゆ
る
四
度
公
文
に
つ
い

て
、
い
っ
た
ん
大
宰
府
で
勘
会
を
う
け
、
そ
の
後
府
官
が
上
京
し
て
民

部
省
な
ど
の
勘
会
を
う
け
る
、
い
は
ば
二
重
勘
会
制
度
の
も
と
に
お
か

れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
二
重
勘
会
の
矛
盾
が
、
九
世
紀
前
半
に
は
顕
在

化
し
っ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
重
勘
会
制
度
の
も
た
ら
す
事
態
に
つ
い
て
、
天
長
五
年
格
に
引
く

(
2
5
)

豊
前
守
伴
枝
嗣
解
は
、
大
同
元
年
に
山
陽
道
駅
戸
の
疲
弊
緩
和
の
た
め

に
西
海
道
の
地
方
吏
債
の
上
京
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
天
長
元
年

官
符
が
諸
国
に
認
め
た
任
期
中
一
度
の
上
京
に
よ
っ
て
「
披
二
陳
経
遠

之
図
一
。
省
二
廃
承
前
之
學
。
」
と
い
う
機
会
が
西
海
道
国
司
に
は
あ

た
え
ら
れ
ず
、
た
め
に
「
四
度
之
政
転
二
大
宰
府
一
㌧
陰
レ
年
渉
レ
月
乃

被
二
裁
下
一
。
以
二
有
限
之
秩
一
得
二
無
期
之
報
一
。
諸
務
雑
事
積
年
擁
滞
。

由
レ
斯
前
司
空
経
二
年
序
一
。
被
レ
拘
二
解
由
一
。
後
任
偏
為
二
疑
端
一
。

不
レ
肯
二
受
領
一
。
」
と
い
う
状
態
が
続
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
大
事
府
を
と
お
し
た
間
接
勘
会
で
あ
り
、
国
司
の
直

接
の
弁
明
も
行
な
え
な
い
た
め
、
西
海
道
以
外
の
諸
国
に
比
し
て
公
文

勘
会
が
停
滞
し
、
解
由
を
拘
め
ら
れ
る
国
司
が
続
出
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

解
由
状
を
拘
め
ら
れ
る
国
司
(
前
司
浪
人
)
　
の
問
題
は
、
西
海
道
で

(
2
6
)

は
す
で
に
延
暦
年
間
か
ら
史
料
上
確
認
で
き
る
が
、
大
同
元
年
以
降
そ

の
状
況
は
さ
ら
に
悪
化
し
、
伴
枝
嗣
解
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
後
も
事
態
が
改
善
さ
れ
た
様
子
は
な
く
、
承
和
年
間
に
な

る
と
問
題
は
さ
ら
に
深
刻
化
し
て
い
た
。
例
え
ば
前
豊
後
介
中
井
王
は
、

私
宅
を
日
田
郡
に
構
え
、
私
営
田
を
諸
郡
に
お
い
て
郡
司
百
姓
を
打
ち

(
2
7
)

損
じ
、
さ
ら
に
肥
後
筑
後
に
浮
宕
し
て
百
姓
を
威
陵
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
数
カ
国
に
ま
た
が
っ
て
行
動
す
る
前
司
浪
人
の
存
在
を

念
頭
に
、
大
宰
大
弐
藤
原
衛
は
承
和
九
年
に
、
「
交
替
務
了
。
未
レ
得
二

解
由
一
五
位
之
徒
。
寄
二
事
格
旨
一
。
留
二
住
管
内
一
。
常
妨
二
農
商
一
。

侵
二
漁
百
姓
一
。
巧
為
二
肝
利
之
謀
一
。
未
レ
観
二
填
納
之
物
一
。
望
請
。

交
替
了
更
。
早
従
二
入
京
一
。
」
と
い
う
起
請
を
提
出
し
、
前
司
浪
人
の

(
2
8
)

一
掃
を
提
案
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
承
和
十
五
年

(乃)

に
前
司
浪
人
の
入
京
が
再
度
禁
止
さ
れ
て
反
故
と
な
り
、
解
決
の
方
途

は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
嘉
祥
二
年
豊
前
国
司
は
再
度
、
「
而
管
内
国
吏
不
レ
得
二
上

都
一
。
凡
未
レ
得
二
解
由
一
之
輩
。
多
措
ぎ
管
内
一
着
。
職
此
之
由
也
。
」



と
し
て
長
官
も
し
く
は
次
官
一
人
が
任
中
に
一
二
度
、
海
路
を
と
っ
て

(
3
0
)

入
京
し
雑
務
を
弁
済
す
る
こ
と
を
申
請
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
九
世

紀
中
葉
に
お
い
て
も
、
国
司
が
解
由
を
拘
め
ら
れ
る
状
況
は
根
本
的
に

は
解
消
さ
れ
て
お
ら
ず
、
西
海
道
国
司
に
と
っ
て
大
宰
府
を
越
え
て
直

接
の
弁
済
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
が
緊
急
か
つ
重
要
な
課
題
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
西
海
這
国
司
に
と
っ
て
、
二
重
勘
会
の
も
と
で
の
大
宰

府
は
不
要
・
不
愉
快
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
た
い
し
、
当
時
の
太
政
官
政
府
は
、
後
述
の
郡
司
国
定
制
の

導
入
に
よ
っ
て
大
宰
府
に
お
け
る
勘
会
政
務
を
停
滞
さ
せ
て
問
題
を
い

っ
そ
う
深
刻
化
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
二
重
勘
会
制
を
強
化
す
る
よ

う
な
政
策
を
と
っ
て
い
る
。
承
和
元
年
に
、
「
勘
出
雑
物
。
不
レ
労
二
項

約
一
。
蛙
レ
返
二
税
帳
一
骨
無
二
懲
粛
一
。
窓
用
二
公
腐
一
。
徒
失
二
官
物
一
。

是
則
府
司
不
レ
加
二
勘
当
一
之
所
レ
致
也
。
」
と
し
て
、
正
税
帳
勘
会
を

強
化
す
る
目
的
で
大
宰
府
に
「
応
レ
押
二
署
管
内
諸
国
島
税
帳
こ
と
い

(
3
1
)

う
指
示
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
従
来
は
、
「
管
内
諸
国
調
盾

検
二
収
府
庫
一
随
レ
用
出
充
。
即
修
二
用
度
帳
一
副
二
調
帳
一
進
レ
官
。
所

司
勘
二
会
両
帳
一
知
レ
無
二
未
進
一
。
乃
放
二
返
抄
一
。
因
レ
義
錐
レ
有
二
未

進
一
。
猶
注
二
全
数
一
。
」
と
い
う
手
続
き
で
進
め
ら
れ
て
き
た
調
庸
勘

(
3
2
)

会
に
つ
い
て
も
、
「
去
承
和
四
年
件
帳
達
レ
例
始
注
二
未
進
こ
と
し
て
、

勘
会
を
強
化
し
.
て
い
く
方
向
が
顕
著
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

、

か
く
し
て
西
海
道
国
司
は
、
勘
会
に
お
い
て
返
抄
を
獲
得
し
、
そ
の

積
み
重
ね
の
う
え
で
解
由
状
を
獲
得
し
て
他
官
に
遷
任
す
る
と
い
う
一

連
の
官
人
昇
進
シ
ス
テ
ム
か
ら
原
則
的
に
は
排
除
さ
れ
る
状
態
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
律
令
制
的
政
務
運
営
の
矛
盾
を
最
も
敏
感
に

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
不
満
の
矛
先
が
む

け
ら
れ
る
対
象
こ
そ
大
牢
府
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
宰
府
で
の
政
務
運
営
上
の
停
滞
は
、
太
政
官
政
府
の

政
策
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
側
面
も
否
定
L
が
た
い
。
そ
の
最
た
る

例
が
、
郡
司
国
定
制
に
と
も
な
う
大
宰
府
政
務
運
営
の
滞
留
で
あ
っ
た
。

九
国
二
島
の
統
括
に
あ
た
る
大
宰
府
の
膨
大
な
事
務
処
理
を
、
職
員

令
に
規
定
さ
れ
た
府
官
た
ち
の
み
で
遂
行
し
え
な
か
っ
た
こ
と
は
容
易

(
3
3
)

に
想
定
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
大
宰
府
は
二
〇
〇
名
に

お
よ
ぷ
使
部
や
一
〇
〇
名
の
散
仕
の
ほ
か
書
生
を
駆
使
し
て
い
た
が
、

彼
ら
は
「
件
使
部
書
生
等
不
レ
顧
二
産
業
一
遠
直
二
府
下
一
。
」
と
い
わ
れ

(
3
4
)

る
こ
と
か
ら
、
地
方
の
有
力
農
民
の
子
弟
な
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
府
へ
の
出
仕
目
的
は
、
大
宰
府
の
も
つ
管
内
諸
国
の
郡

司
推
挙
権
に
よ
る
郡
司
補
任
を
期
待
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
弘
仁

三
年
こ
う
し
た
期
待
が
太
政
官
政
府
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
事
態
が
生

じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
天
長
二
年
の
大
事
府
解
は
「
而

依
二
太
政
官
去
弘
仁
三
年
八
月
四
日
符
一
。
郡
司
之
選
一
依
二
国
定
一
。

書
生
等
競
就
二
本
国
一
。
無
レ
心
レ
留
レ
府
。
妊
レ
加
二
捉
拐
一
。
免
而
無
レ

恥
。
弘
仁
七
年
以
来
雑
公
文
至
レ
今
未
進
職
斯
之
由
。
」
と
指
摘
し
て

(
3
5
)

い
る
。太

政
官
政
府
に
よ
る
郡
司
補
任
制
度
の
紆
余
曲
折
の
な
か
で
、
大
事

府
々
庁
で
の
功
労
が
無
意
味
化
し
、
功
労
を
も
と
に
諸
国
郡
司
に
任
命

す
る
シ
ス
テ
ム
の
解
体
に
よ
っ
て
、
大
事
府
行
政
の
停
滞
が
も
た
ら
さ

れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
、
太
政
官
政

府
も
大
宰
府
の
要
請
を
容
れ
て
、
書
生
一
〇
名
を
権
任
郡
司
と
す
る
こ
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と
を
承
認
し
て
い
る
が
、
ひ
と
た
び
奔
流
と
な
っ
た
郡
司
国
定
制
へ
の

動
き
を
と
ど
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
府
下
級
官
吏
の
確
保
の
困

毘
化
=
大
事
府
行
政
の
停
滞
=
公
文
勘
会
の
遅
延
と
い
う
悪
循
環
の
な

か
に
お
ち
い
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態

も
、
前
述
の
大
事
府
と
西
海
道
国
司
の
確
執
を
い
っ
そ
う
増
幅
さ
せ
て

い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
述
.
へ
て
き
た
よ
う
に
、
大
事
府
文
書
行
政
の
停
滞
、
勘
会
・
解

由
を
め
ぐ
る
確
執
と
と
も
に
、
九
世
紀
前
半
の
大
牢
府
・
西
海
道
国
司

問
の
対
立
の
機
軸
と
な
っ
た
の
が
、
公
靡
稲
問
題
で
あ
っ
た
。
大
宰
府

(
3
5
)

の
公
麻
は
、
天
平
宝
字
二
年
に
創
設
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
「
弘
仁
主
税

式
」
に
よ
る
と
筑
前
・
筑
後
・
豊
前
・
豊
後
・
肥
前
・
肥
後
六
カ
国
に

総
計
一
〇
〇
万
東
が
斑
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
利

稲
は
国
司
公
麻
と
お
な
じ
く
欠
負
補
填
や
、
大
宰
府
街
の
運
営
費
と
し

て
の
府
備
に
割
か
れ
、
そ
の
残
り
が
府
官
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
こ
の
府
官
公
府
の
斑
給
と
利
稲
の
分
配
に
つ
い
て
延

暦
年
間
以
来
、
府
官
と
国
司
と
の
あ
い
だ
で
、
対
立
が
続
い
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
府
公
靡
問
題
の
経
緯
を
整
理
し
た
の
ち
、
そ
の
解
決
策

(
3
7
)

と
し
て
し
め
さ
れ
た
の
が
承
和
五
年
の
太
政
官
符
で
あ
っ
た
。

太
政
官
符

応
二
大
宰
府
公
靡
依
レ
格
全
給
一
事

右
得
二
彼
府
解
一
偶
。
検
二
案
内
一
。
太
政
官
去
弘
仁
十
四
年
八
月
一

日
符
偶
。
府
解
偶
。
管
内
出
挙
。
府
国
公
靡
。
各
別
有
レ
数
。
謹

案
二
延
暦
十
六
年
格
二
雪
公
靡
者
欠
負
之
儲
者
。
然
別
管
内
諸
国
。

有
二
未
勘
一
之
年
。
浜
下
以
二
両
色
公
癖
一
先
補
中
欠
負
等
上
。
而
府
官

人
千
里
離
レ
家
。
一
方
従
レ
事
。
非
レ
京
非
レ
国
中
間
孤
居
。
如
不
レ

給
二
公
靡
一
。
何
能
存
計
。
加
以
此
府
所
レ
掌
雑
物
。
鱗
レ
類
繁
積
。

有
二
彼
欠
失
一
。
何
以
補
レ
之
。
望
請
。
件
公
靡
挫
レ
有
二
未
納
一
。
猶

被
二
全
給
一
。
謹
話
二
官
裁
一
者
。
右
大
臣
宜
。
宜
下
論
定
井
公
廊
計
二

見
約
数
一
。
毎
レ
色
相
率
。
先
令
二
割
置
一
。
不
レ
得
下
以
二
府
公
靡
一

補
中
当
国
欠
矢
等
上
着
。
而
今
得
二
筑
前
肥
前
等
国
解
一
偶
。
頃
年

不
レ
穏
。
見
納
数
少
。
論
定
之
外
。
割
二
置
雑
稲
本
穎
一
。
仇
不
レ

得
レ
行
二
府
公
廊
一
者
。
国
司
所
レ
執
。
錐
レ
非
二
格
旨
一
。
至
二
於
雑

稲
絶
一
レ
本
。
浜
レ
請
二
処
分
一
。
又
国
司
董
霜
借
貸
府
司
翻
失
二
俸

料
一
。
望
請
。
錐
レ
有
二
未
納
一
。
以
二
正
税
一
猶
被
二
全
給
l
。
彼
代

令
二
国
司
致
填
一
。
謹
二
請
官
裁
一
着
。
右
大
臣
宜
。
奉
レ
勅
。
依
レ
話

者
。
若
当
国
正
税
員
少
者
。
管
内
相
通
行
レ
之
。

承
和
五
年
六
月
廿
一
日

公
府
を
め
ぐ
る
一
連
の
経
緯
に
つ
.
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
で
割
愛
せ

(
3
8
)

ざ
る
を
え
な
い
が
、
延
暦
・
弘
仁
・
承
和
年
間
の
再
三
の
改
編
が
府
官

と
西
海
道
国
司
と
の
あ
い
だ
の
溝
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
は
否
定
L
が

た
い
。
こ
う
し
た
対
立
の
な
か
で
、
太
政
官
政
府
は
、
府
官
公
麻
を
保

証
し
て
そ
の
負
担
を
国
司
に
お
わ
せ
、
正
税
不
足
の
場
合
は
、
大
事
府

を
し
て
管
内
諸
国
の
正
税
を
通
行
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
大

事
府
の
権
限
強
化
を
と
お
し
て
、
強
化
し
っ
つ
あ
っ
た
正
税
・
調
膚
の

勘
会
を
も
実
の
あ
る
も
の
に
せ
ん
と
t
た
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
な
、
大
宰
府
行
政
の
滞
留
、
勘
会
な
ど
か
ら
派

生
し
た
大
宰
府
々
官
と
西
海
道
国
司
の
確
執
は
、
当
然
、
大
宰
府
機
能

そ
の
も
の
の
喪
失
・
停
止
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
太



政
官
政
府
に
と
っ
て
は
大
宰
府
を
経
由
す
る
西
海
道
諸
国
か
ら
の
貢
納

物
の
遅
延
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
強
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
承
和

十
四
年
、
達
期
・
鹿
悪
を
乱
し
た
諸
国
へ
の
再
三
の
官
符
を
引
用
し
て
、

「
而
府
司
等
不
レ
遵
二
行
符
旨
一
猶
致
二
道
期
一
。
非
三
唯
閑
二
国
用
一
。

還
押
二
慢
朝
章
一
。
」
と
憤
慨
し
、
「
猶
致
二
鹿
悪
達
期
一
。
府
司
及
管
内

国
宰
奪
二
公
靡
四
分
之
二
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
九
世
紀
中
葉
の
調
庸

(
3
9
)

鹿
悪
に
た
い
す
る
格
と
し
て
は
異
例
の
処
罰
規
定
を
も
う
け
た
の
は
、

大
宰
府
機
能
の
衰
退
に
と
も
な
う
貢
進
物
の
達
期
・
鹿
悪
へ
の
不
満
の

表
明
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
太
政
官
の
認
識
は
、
そ
の
周
囲
に
存
在
す
る
貴
族
層
の
、

大
宰
府
官
人
に
た
い
す
る
偏
見
や
反
発
㍉
憎
悪
を
つ
よ
め
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
参
議
で
あ
っ
た
滋
野
貞
主
が
嘉
祥
二
年
に
「
千
時
大
事
府

(
4
0
)

吏
多
二
不
良
一
。
衰
弊
日
甚
。
」
と
し
て
大
事
府
の
刷
新
を
上
表
し
た
こ

と
は
、
貴
族
層
の
不
満
の
表
明
で
あ
り
、
ま
た
の
ち
に
良
更
と
い
わ
れ

た
橘
良
基
が
天
安
の
初
め
に
大
弐
正
窮
王
の
要
請
で
大
宰
少
監
に
任
命

さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鬱
々
と
し
て
志
を
得
ず
、
つ
い
に
任
地
に

(山)

赴
か
な
か
っ
た
の
も
、
大
宰
府
機
構
へ
の
不
信
感
を
反
映
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
や
や
時
代
は
く
だ
る
が
貞
観
七
年
に
良
更
と

称
賛
さ
れ
て
い
た
紀
夏
井
が
肥
後
守
に
任
命
さ
れ
た
際
、
そ
の
母
石
川

氏
が
こ
れ
を
嘆
い
て
「
吾
聞
。
肥
後
風
俗
。
国
宰
至
清
。
身
必
不
レ
全
。

(
4
2
)

吾
子
其
不
レ
終
乎
。
」
と
述
べ
た
こ
と
も
、
大
事
府
・
西
海
道
に
た
い

す
る
偏
見
が
貴
族
層
全
体
を
お
お
っ
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

大
宰
府
行
政
の
混
乱
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
大
宰
府
官
人
と
西
海
道

国
司
の
確
執
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
貴
族
層
の
大
牢
府
へ
の

不
信
を
、
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
の
か
。
こ
れ
が
九
世
紀
後
半
の
大
宰
　
川

府
、
さ
ら
に
太
政
官
に
と
っ
て
緊
急
か
つ
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た

と
い
え
よ
う
。
そ
の
最
大
の
課
題
は
、
大
宰
府
と
西
海
道
諸
国
と
い
う

二
重
構
造
の
地
方
行
政
制
度
か
ら
生
ず
る
組
齢
を
解
消
し
、
相
互
の
政

務
運
営
の
円
滑
化
を
は
か
り
、
し
か
も
相
互
信
頼
の
き
づ
な
を
固
め
る

こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
.
貞
観
二
冗
慶
期
の
大
事
府
改
革

前
節
で
は
、
大
宰
府
官
人
と
西
海
道
国
司
と
の
確
執
の
要
因
を
検
討

し
た
が
、
こ
れ
に
と
も
な
う
両
者
へ
の
貴
族
層
の
不
満
・
不
信
を
払
拭

す
る
に
は
、
大
宰
府
の
機
能
と
統
轄
力
を
回
復
し
、
太
政
官
政
府
な
ど

へ
の
貢
進
物
を
確
実
に
上
納
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
大
宰
府

改
革
の
要
求
は
、
貴
族
層
か
ら
も
あ
が
っ
た
。
有
徳
の
人
物
を
帥
弐
と

(
4
3
)

し
、
才
良
の
者
を
監
典
と
せ
よ
と
い
う
滋
野
貞
主
の
提
言
は
、
人
事
の

刷
新
に
よ
っ
て
大
宰
府
の
指
導
力
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

った。こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
斉
衝
二
年
の
正
窮
王
の
大
事
大
弐
任

(仙)

命
で
あ
る
。
正
窮
王
は
、
丹
波
守
在
任
時
に
清
筒
を
以
て
称
せ
ら
れ
、

(
6
)

部
内
粛
然
と
し
て
民
敢
え
て
欺
か
ず
と
評
さ
れ
、
当
時
良
更
と
称
え
ら

れ
た
一
人
で
あ
る
。
彼
の
赴
任
に
際
し
て
は
、
天
皇
か
ら
殊
に
恩
餞
を

(
4
5
)

賜
り
株
竹
の
宴
が
催
さ
れ
、
し
か
も
拝
命
の
際
に
は
「
大
事
大
弐
正
窮

王
妙
選
二
僚
属
一
。
請
二
良
基
与
巨
努
夏
井
一
為
二
少
監
一
。
良
基
以
レ
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非
二
其
好
-
。
鬱
々
不
レ
待
レ
志
。
不
一
頸
之
一
レ
任
。
文
徳
天
皇
発
二
盛

學
。
解
二
却
其
官
一
。
」
と
い
う
処
遇
を
う
け
て
い
る
。
大
事
府
再
建

に
よ
せ
る
天
皇
貴
族
層
の
期
待
の
大
き
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

正
窮
王
の
の
ち
は
、
「
至
三
千
為
二
大
弐
一
。
西
府
倉
星
破
壊
特
甚
。

有
二
意
修
造
一
。
不
レ
學
一
撃
居
一
。
伐
二
神
社
之
木
一
。
充
二
結
構
之
用
一
。

戎
人
諌
云
。
此
神
見
レ
称
二
有
霊
一
。
崇
各
所
レ
致
。
不
レ
利
二
於
人
一
。

写
成
拒
而
不
レ
青
。
強
令
二
伐
弛
一
。
」
と
不
屈
の
意
志
を
も
っ
た
立
性

清
直
の
官
吏
清
原
等
成
が
就
任
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
は
、
前
々
年
ま
で

西
海
道
の
最
重
要
国
肥
後
の
国
守
で
あ
り
、
し
か
も
聾
名
あ
ら
あ
ら
達

し
、
器
議
い
よ
い
よ
優
れ
吏
官
の
稀
、
佃
ち
愛
ず
.
へ
き
こ
と
有
り
と
称

石
)

さ
れ
た
藤
原
冬
緒
が
就
任
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
艮
更
の
あ
い
つ
ぐ
赴
任
は
、
大
宰
府
へ
の
強
力
な
て
こ

い
れ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
注
目
さ
れ
る
こ
と

は
、
正
窮
王
赴
任
時
の
少
監
の
起
用
法
と
、
藤
原
冬
緒
の
起
用
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
人
事
は
、
地
方
吏
債
の
人
的
な
関
係
性
に
期
待
し
な
が
ら
、

大
事
府
の
再
建
を
は
か
る
と
い
う
意
図
か
ら
実
施
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
.
先
述
の
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
大
事
府
官
人
と
西
海
道
国
司

の
人
事
交
流
が
、
正
窮
王
在
任
の
こ
ろ
か
ら
活
発
化
す
る
こ
と
は
、
単

な
る
偶
然
と
は
言
い
が
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
宰
府
官
人
と
西

海
道
国
司
と
の
あ
い
だ
に
お
け
る
相
識
性
を
た
か
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
九
世
紀
前
半
以
来
の
両
者
の
確
執
を
回
避
・
緩
和
し
よ
う
と
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
人
事
面
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
藤
原
冬
緒
が
二
度
目
の

大
牢
大
弐
に
就
任
し
た
貞
観
十
一
年
に
、
権
少
弐
と
し
て
右
近
衛
少
将

(
5
0
)

の
坂
上
瀧
守
が
就
任
し
た
こ
と
で
あ
る
。
瀧
守
は
、
随
身
と
し
て
左
近

(〓}

衛
五
人
右
近
衛
三
人
を
率
い
て
お
り
、
武
力
を
と
も
な
っ
た
宮
人
が
大

事
府
機
構
の
一
翼
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
少
弐
武
官

制
と
も
称
し
う
る
よ
ケ
な
構
成
は
、
直
接
的
に
は
後
述
の
「
新
羅
海
賊
」

問
題
を
契
機
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
暴
力
的
前
司
浪
人
集
団

へ
の
威
嚇
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
大
宰
大
弐
の
統

率
力
は
着
実
に
補
強
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
大
事
大
弐
の
統
率
権
の
強
化
は
、
大
弐
自
身
の
意
識
を

も
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
正
窮
王
の
赴
任
準
備
中
に
だ
さ
れ
た
斉
衡
二

年
の
大
宰
府
解
に
み
え
る
「
若
造
レ
便
検
察
事
迩
分
明
者
。
五
位
巳
上

奪
二
其
位
禄
一
。
六
位
巳
下
没
二
其
公
壁
二
分
之
一
。
然
則
府
司
之
威

(
竺

風
更
起
。
国
吏
之
放
浪
自
体
。
」
と
い
う
提
言
は
、
大
宰
府
と
り
わ
け

大
弐
権
力
の
確
立
に
よ
る
管
内
支
配
の
強
化
を
志
向
し
た
も
の
と
い
え

よ
う
。そ

の
志
向
性
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
人
事
や
後
述
の
諸
機
構
の
改
編

で
一
定
程
度
実
現
し
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
貞
観
十
二
年
大
宰
大

弐
に
再
任
さ
れ
て
い
た
藤
原
冬
緒
の
解
に
み
え
る
「
凡
一
官
之
事
。
官

長
所
レ
行
。
縦
有
二
其
訃
「
何
愁
不
レ
済
。
而
更
置
≒
専
当
一
。
還
致
二

物
煩
一
。
」
と
い
う
文
言
は
、
分
掌
制
を
否
定
し
、
官
長
た
る
大
弐
の

責
任
体
制
を
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
志
の
背
後
に
は
大

事
府
権
力
の
中
核
と
し
て
の
大
弐
自
身
の
意
識
変
容
が
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

.
冬
緒
に
み
ら
れ
る
自
負
は
、
そ
の
後
の
大
弐
に
も
継
承
さ
れ
た
。
た

と
え
ば
、
元
慶
四
年
大
弐
と
な
っ
た
安
倍
貞
行
が
、
「
其
器
伏
蜂
供
。

11



是
長
官
之
職
。
然
則
警
固
有
レ
例
。
何
必
別
配
二
勾
当
一
。
」
と
し
て
少

(
5
4
)

弐
武
官
制
の
廃
止
や
管
内
国
司
の
入
京
へ
の
制
限
を
も
と
め
た
の
も
、

そ
の
一
例
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
大
事
府
に
お
け
る
官
長
の
意
識
は
、
管
内
国
司

の
な
か
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
。
元
慶
四
年
に
お
よ
そ
一
国
の
興
廃
、

唯
官
長
に
繁
り
、
庶
務
の
理
乱
は
佐
職
に
よ
る
に
あ
ら
ず
と
し
て
、
任

用
国
司
ら
に
よ
る
郡
司
・
書
生
・
国
掌
ら
の
処
罰
を
禁
止
す
る
官
符
を

(
5
5
)

起
請
し
た
豊
後
守
藤
原
智
泉
の
解
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
の
存
在
を
鮮

明
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
l

こ
の
よ
う
な
意
識
形
成
の
背
後
に
は
、
大
宰
府
機
能
を
回
復
し
西
海

道
国
司
と
の
確
執
を
解
消
し
て
、
大
宰
府
の
権
威
を
再
確
立
し
た
自
信

が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
る
が
、
諸
側
面
の
な
か
で
ま
ず
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
大
宰
府
機

構
の
財
政
的
基
盤
の
確
立
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
貞
観
四
年
大

(
5
6
)

宰
府
よ
り
次
の
よ
う
な
解
が
上
進
さ
れ
て
い
る
。

今
府
庫
所
レ
納
雑
米
。
修
二
理
官
舎
器
杖
一
井
選
士
衛
卒
根
厨
司
染

所
之
使
料
等
惣
三
千
七
百
八
十
飴
斜
。
或
正
税
或
府
儲
。
年
料
春
遅

色
別
有
レ
数
。
而
国
郡
僻
緩
。
未
進
猥
積
。
因
レ
斯
納
官
雑
物
頁
進

達
レ
期
。
府
中
例
用
閑
乏
多
レ
時
。
寛
依
二
懲
草
無
レ
文
。
格
制
末
一
レ

施
也
。
望
請
。
新
立
二
程
期
一
以
真
二
未
進
l
。
但
時
浜
政
劇
。
憲
法

難
レ
守
。
准
レ
式
立
レ
限
。
甚
以
促
近
。
今
濵
三
筑
前
筑
後
肥
前
六
月

対
日
以
前
。
豊
前
肥
後
八
月
冊
日
以
前
。
豊
後
十
月
対
日
以
前
。
並

為
二
進
納
之
期
一
。
若
有
二
過
レ
期
末
進
之
国
一
着
。
匿
レ
考
解
レ
任
一

.
従
二
先
格
一
。

管
内
諸
国
か
ら
進
納
さ
れ
る
正
税
・
府
儲
米
・
年
料
春
米
な
ど
に
よ

っ
て
大
宰
府
財
政
は
維
持
さ
れ
て
き
た
が
、
進
納
分
に
未
進
・
未
納
が
　
1
2

多
く
府
務
運
営
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
の
で
、
納
期
を
定
め
こ
れ
に

違
反
し
た
国
司
は
考
課
を
乾
し
解
任
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

未
進
・
未
納
の
補
填
に
関
し
て
は
、
後
述
の
西
海
這
諸
国
で
の
公
廊
稲

問
題
も
あ
っ
て
、
職
田
に
よ
る
填
納
を
さ
き
に
し
て
、
そ
れ
で
も
未
進

・
未
納
が
多
い
場
合
に
公
廟
に
よ
る
填
納
を
義
務
づ
け
る
こ
と
を
こ
れ

に
続
い
て
要
請
し
て
い
る
。

こ
の
大
宰
府
解
は
、
国
司
の
処
分
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
立
レ
制
之

初
不
レ
忍
二
苛
酷
一
。
宜
二
旺
レ
考
解
レ
任
此
度
停
止
一
。
」
と
さ
れ
た
が
、

そ
の
ほ
か
は
こ
と
ご
と
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
策
が
部
分
的
に

は
功
を
奏
し
た
の
か
、
貞
観
十
四
年
の
大
弐
藤
原
冬
緒
の
起
請
で
は
「
諸

国
雑
米
各
随
二
其
本
色
一
。
輸
二
約
諾
司
諸
所
一
。
而
或
司
全
納
。
用
尺

既
託
。
或
所
多
致
二
未
進
一
。
公
途
有
レ
関
。
」
と
し
て
、
一
部
の
司
所

で
は
順
調
な
進
約
が
み
ら
れ
る
一
方
で
、
あ
い
か
わ
ら
ず
未
納
・
欠
損

の
多
い
司
所
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
事
態
の
原
因
を
、
「
件
司
等
監
典
二
人
。
勾
二
当
盃
務
一
。

或
時
有
二
日
用
一
。
亦
非
レ
章
一
判
置
一
。
頁
進
之
恵
美
レ
不
レ
緑
レ
此
」

と
判
断
し
た
冬
緒
は
、
「
縦
令
一
任
之
内
。
殊
立
二
厳
制
一
。
猶
恐
。
相

承
之
官
任
レ
意
改
更
。
自
レ
非
二
官
符
一
。
何
立
二
後
法
l
。
望
請
。
五
使

料
之
外
。
雇
米
井
雑
米
。
惣
納
二
税
庫
一
。
毎
月
下
行
。
若
非
二
符
宣

旨
一
。
輌
以
下
用
。
監
当
之
官
。
准
レ
法
科
レ
罪
。
」
と
し
て
、
官
長
大

弐
の
権
限
を
い
っ
そ
う
強
化
す
る
提
言
を
行
な
い
、
こ
れ
を
太
政
官
に

(
5
7
)

承
認
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
雑
米
貢
進
体
制
の
確
立
に
続
い
て
、
さ
ら
に
貞
観
十
五

年
に
は
、
「
府
傍
料
稲
的
三
一
万
束
。
五
便
根
井
水
脚
賃
及
厨
家
雑
用
。

凡
百
庶
事
。
惣
在
二
其
中
一
。
諸
国
所
レ
侍
。
各
有
二
色
数
一
.
。
而
或
致
二

達
期
一
。
戎
畢
一
乗
進
一
。
府
中
之
用
。
常
苦
二
関
乏
一
。
濵
下
割
二
置
田

二
百
町
一
。
名
府
蕾
田
。
収
二
其
地
子
一
。
以
充
中
府
用
上
。
」
と
、
安
定

的
な
府
務
運
営
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
筑
前
国
内
で
、
二
〇
〇
町

品
空

の
府
富
田
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
府
財
政
の
基
盤
の
整

侍
は
、
大
宰
府
機
構
の
管
内
諸
国
に
た
い
す
る
優
位
性
を
飛
躍
的
に
た

か
め
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

大
事
府
と
西
海
這
諸
国
と
の
確
執
の
一
因
で
あ
っ
た
府
官
人
の
公
厨

稲
問
題
に
つ
い
て
も
、
大
宰
府
は
管
内
諸
国
の
動
き
を
牽
制
し
う
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
承
和
五
年
に
は
府
公
厨
は
た
と
え
未

納
が
あ
っ
て
も
、
正
税
を
も
っ
て
府
官
へ
全
給
し
、
も
し
当
国
の
正
税

(
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が
減
少
す
れ
ば
管
内
相
通
行
し
て
こ
れ
を
補
う
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
こ

う
し
た
府
に
有
利
な
裁
定
が
そ
の
後
は
確
実
に
実
施
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
貞
観
十
八
年
に
筑
後
国
正
税
が
不
足
し
て
出
挙
が
困
難
に
な

(甜)

っ
.
た
た
め
肥
後
国
の
正
税
五
万
束
の
流
用
を
太
政
官
に
申
請
し
た
の

は
、
正
税
を
相
通
行
し
た
一
例
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
実
際
に
は
太

政
官
に
申
請
し
な
い
で
通
行
を
行
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
元
慶
五

年
の
民
部
省
主
税
寮
解
は
、
そ
の
実
態
を
「
謹
案
レ
式
。
府
公
府
百
万

束
。
管
内
諸
国
各
有
二
挙
数
一
。
而
去
承
和
五
年
六
月
廿
一
日
格
日
。

府
公
靡
錐
レ
有
二
未
納
一
。
以
二
正
税
一
全
給
。
若
当
国
正
税
減
少
者
。

管
内
相
通
行
之
者
。
因
レ
義
府
司
減
レ
彼
増
レ
此
。
毎
レ
国
所
レ
行
。
其

(
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数
無
レ
定
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

大
事
府
に
よ
る
管
内
諸
国
正
税
の
通
行
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
太
政
官
政
府
に
は
西
海
道
諸

国
の
正
税
運
用
の
実
態
が
把
握
し
が
た
い
状
況
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
れ
に
よ
っ
て
、
府
官
へ
の
公
靡
給

付
が
保
証
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
貞
観
二
年
大
事
府
に
准
じ

(
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て
陸
奥
鎮
守
府
の
公
府
を
支
給
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
の
も
、
府
官

へ
の
公
府
給
付
が
順
調
に
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
反
映
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

府
官
公
厨
の
給
付
が
順
調
に
実
施
さ
れ
た
の
は
、
承
和
五
年
格
の
発

令
が
そ
の
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
前
述
の
人
的
な

結
合
関
係
の
強
化
も
、
そ
の
円
滑
化
の
一
因
と
い
え
よ
う
。
大
宰
府
々

官
と
国
司
の
交
流
が
、
公
靡
稲
を
め
ぐ
る
両
者
の
対
立
を
曖
昧
に
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
宰
府
も
た
と
え
ば
、
斉
衡
二

年
の
肥
後
国
か
ら
の
公
営
田
延
長
申
請
を
即
座
に
承
認
し
て
実
施
さ

(
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せ
、
太
政
官
へ
は
事
後
承
認
で
済
ま
せ
る
な
ど
、
正
税
確
保
の
た
め
に

積
極
的
対
策
を
と
っ
た
こ
と
も
、
対
立
の
回
避
の
う
え
で
大
き
な
効
果

が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

公
腐
稲
問
題
と
と
も
に
、
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
大
事
府
・
西
海
道

諸
国
司
問
の
確
執
の
要
因
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
大
事
府
々
務
の
遅
延

と
そ
れ
か
ら
生
じ
る
勘
会
シ
ス
テ
ム
上
の
不
利
益
、
勘
会
時
に
お
け
る

太
政
官
政
府
へ
の
弁
明
の
た
め
の
上
京
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
点
に

つ
い
て
も
両
者
の
間
で
一
定
の
改
善
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
以

下
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

豊
前
国
が
、
天
長
五
年
と
嘉
祥
二
年
の
二
度
に
わ
た
る
解
に
よ
っ
て
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も
と
め
て
い
た
国
司
と
く
に
官
長
の
上
京
は
、
と
も
に
太
政
官
政
府
の

方
針
で
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
方
針
は
、
諸
国
官
長

に
任
期
中
必
ず
一
度
の
入
京
を
命
じ
た
貞
観
十
年
の
太
政
官
符
で
も
、

「
但
陸
奥
出
羽
大
宰
管
内
諸
国
島
不
レ
在
二
此
限
こ
と
し
て
踏
襲
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
西
海
道
国
司
ら
は
『
延
喜
主
計
案
式
』

に
も
「
凡
大
宰
管
内
。
筑
前
。
筑
後
。
肥
前
。
肥
後
。
豊
前
。
豊
後
等

一
ハ
箇
国
大
帳
。
調
帳
者
。
准
二
税
帳
一
合
下
二
当
国
雑
掌
一
勘
中
上
。
即

附
二
雑
掌
一
収
二
大
帳
返
抄
。
井
詞
帳
損
益
等
杭
)
朝
集
使
及
自
余
国
嶋

四
度
公
文
。
令
二
府
雑
掌
勘
一
レ
之
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
法
制
的
に
は

天
長
期
以
降
の
雑
掌
に
よ
る
弁
明
方
式
に
あ
ま
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
多
分
に
建
前
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
元
慶
五
年
の

日
向
守
解
に
「
請
准
二
筑
後
。
肥
前
。
豊
後
等
国
之
誠
一
。
不
レ
請
二
府

解
一
。
直
取
二
押
署
㌔
差
二
国
司
二
一
口
上
」
と
み
え
る
の
が
注
目
さ
れ

る
。
こ
れ
は
正
税
の
勘
出
に
か
か
わ
っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
雑
掌
と
は

異
な
り
国
司
を
指
し
て
言
上
さ
せ
る
こ
と
は
、
弁
済
の
段
階
か
ら
国
司

が
直
接
交
渉
に
あ
た
っ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

元
慶
五
年
以
前
に
、
大
宰
府
へ
の
申
告
を
へ
て
国
司
の
入
京
が
実
現
し

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
が
、
い
つ
開
始
さ

れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
貞
観
年
間
の
末
期
で
あ
っ
た
可
能
性
は

き
わ
め
て
高
い
。
ま
が
い
な
り
に
も
、
嘉
祥
二
年
の
豊
前
国
解
に
「
諸

道
国
更
。
或
使
。
戎
慣
便
中
二
雑
政
一
。
兼
省
二
国
煩
一
。
而
管
内
国
吏

不
レ
待
二
上
部
一
。
凡
未
レ
轡
解
由
一
之
輩
。
多
撃
管
内
一
者
。
職
此

之
由
也
。
」
と
嘆
息
さ
れ
た
事
態
か
ら
は
解
放
さ
れ
る
可
能
性
を
、
・
西

海
道
国
司
は
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

国
司
入
京
問
題
は
、
い
わ
ば
な
し
崩
し
的
に
西
海
道
国
司
の
願
望
を
　
1
4

実
現
し
、
府
官
と
酉
海
道
国
司
の
確
執
の
根
が
断
た
れ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
な
し
崩
し
的
解
決
は
、
本
質
的
要
因
で
あ
っ
た
勘
会
制
の
面

に
も
採
用
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
物
と
調
庸
帳
を
太
政
官
政
府
に
提
出
し
て
勘
会
を
う
け
る
と
い
う

調
庸
勘
会
の
原
則
か
ら
す
る
と
、
西
海
道
諸
国
の
調
庸
勘
会
は
異
例
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
嘉
祥
三
年
ご
ろ
の
大
宰
府
解
は
、
「
準
レ

例
管
内
諸
国
調
庸
検
l
一
収
府
庫
一
随
レ
用
出
充
。
即
修
二
用
度
帳
一
副
二
調

帳
一
進
レ
官
。
所
司
勘
二
会
両
帳
一
知
レ
無
二
未
進
一
。
乃
放
二
返
抄
一
。

因
レ
姦
雄
レ
有
二
未
進
打
猶
学
全
数
一
。
不
レ
學
後
累
一
唯
期
二
事

成
一
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

西
海
道
で
は
、
管
内
諸
国
の
調
庸
物
を
大
事
府
に
集
め
て
、
府
務
等

に
支
出
し
、
そ
の
状
況
を
用
度
帳
に
よ
っ
て
報
告
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ

り
、
太
政
官
政
府
は
調
庸
帳
と
用
度
帳
の
比
較
に
よ
っ
て
、
帳
簿
上
の

勘
会
を
行
な
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
大
事
府
で

の
帳
簿
上
の
報
告
が
巧
妙
に
整
合
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

太
政
官
政
府
は
未
進
等
を
具
体
的
に
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
斉
衡
三
年
官
符
に
ひ
く
主
計
案
解
に
「
去
承
和
四
年
件
帳

達
レ
例
始
注
二
未
進
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
承
和
年
間
に
用
度
帳
な
ど
に

未
進
の
文
字
が
見
え
始
め
、
こ
の
た
め
民
部
省
は
帳
簿
を
返
却
し
て
勘

会
を
し
な
い
と
い
う
状
態
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

大
宰
府
に
お
い
て
未
進
と
記
載
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
雑
米
未
納
な

ど
と
同
じ
状
況
が
調
膚
収
取
に
お
い
て
も
進
ん
で
い
た
こ
と
の
反
映
と
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い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
承
和
十
四
年
に
も
大
事
府
か
ら
京
上
分
の
調
膚

(鎚)

に
つ
い
て
違
期
鹿
悪
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
大
事
府
へ
管
内
諸

国
か
ら
納
入
さ
れ
た
調
庸
物
は
か
な
り
劣
悪
化
し
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
た
い
し
、
大
宰
府
は
先
の
嘉
祥
三
年
官
符
中
の
解

に
お
い
て
、
「
望
請
。
不
レ
獲
レ
止
所
レ
致
之
未
進
。
即
注
二
用
度
帳
一

済
レ
事
之
国
且
給
二
返
抄
一
。
」
と
の
申
請
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

あ
え
て
未
進
を
報
告
し
て
、
民
部
省
の
勘
出
を
う
け
、
太
政
官
政
府
の

威
光
を
背
景
に
し
て
、
大
宰
府
へ
の
填
約
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
補
填
完
済
の
確
認
は
現
実
的
に
は
大
宰
府

し
か
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
西
海
道
国
司
の
調
庸
勘
会
に
お
け

る
返
抄
獲
得
の
可
否
は
、
実
質
大
宰
府
の
手
に
握
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
斉
衡
三
年
官
符
に
よ
れ
ば
、
も
し
当
年
未
進
を
来
年
究
納

せ
ず
に
、
翌
年
の
用
度
帳
に
な
お
未
進
と
記
さ
れ
た
場
合
は
、
民
部
省

主
計
寮
か
ら
主
税
寮
へ
移
を
お
く
っ
て
国
司
公
麻
を
没
収
し
、
未
進
を

弁
僻
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
も
大
事
府
は
西

(
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海
這
国
司
の
公
麻
を
実
質
的
に
左
右
す
る
権
限
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
た
と
え
管
内
の
一
国
に
未
進
が
あ
っ
て
も
、
大
事
府
は

そ
れ
を
隠
蔽
で
き
る
し
、
極
端
に
い
え
ば
逆
に
他
の
国
に
未
進
を
生
じ

さ
せ
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
正
税
を
相
通
行
す
る
の
と

お
な
じ
権
限
を
獲
得
し
た
と
い
え
よ
う
。
京
上
分
の
調
庸
分
を
確
実
に

納
入
す
れ
ば
、
調
庸
物
に
つ
い
て
の
国
司
レ
ベ
ル
の
勘
会
は
、
大
事
府

(
7
0
)

自
ら
が
そ
の
機
構
の
な
か
で
処
理
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
調
庸
収
取
制
度
上
の
大
宰
府
権
限
の
強
化
は
、
大
宰

府
機
構
の
な
か
で
こ
れ
に
実
質
的
に
携
わ
る
部
局
の
権
限
と
責
任
を
拡

大
す
る
こ
と
に
な
る
。
先
述
の
承
和
十
四
年
官
符
で
は
、
達
期
・
鹿
悪

の
場
合
は
府
司
・
国
司
の
公
靡
四
分
の
一
を
没
収
す
る
と
さ
れ
て
い
た

の
が
、
貞
観
十
三
年
格
で
は
「
仇
浜
下
鹿
悪
之
物
。
絹
及
三
百
疋
一
。

綿
溝
二
一
万
屯
一
。
蔵
司
勾
中
当
監
典
井
便
等
上
。
解
二
却
見
任
一
不
二
曾

(
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寛
宥
こ
と
い
う
厳
罰
に
変
わ
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
収
取
体
系
の
変

化
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
貞
観
十
三
年
に
、
従
来
の
租
穀
を
賃

料
に
あ
て
封
主
住
吉
神
社
が
所
在
す
る
摂
津
国
ま
で
運
ば
れ
て
い
た
筑

前
国
所
在
の
封
戸
調
膚
を
、
大
牢
府
頁
綿
船
に
登
載
し
て
進
納
す
る
こ

(
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と
と
な
っ
た
の
も
、
中
央
貴
族
層
の
な
か
に
大
事
府
に
よ
る
調
庸
収
取

へ
の
信
頼
が
た
か
ま
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。調

庸
勘
会
が
、
大
宰
府
裁
量
権
の
拡
大
、
西
海
道
国
司
の
大
事
府
依

存
の
強
化
と
い
う
方
向
で
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
の
に
た
い
し
、
正
税
勘

会
の
場
合
も
、
明
確
な
史
料
は
存
在
し
な
い
が
ほ
ぼ
同
様
の
方
向
で
収

束
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

弘
仁
十
三
年
官
符
で
勘
弁
の
事
、
尤
も
税
帳
に
あ
り
と
し
て
、
大
牢

(
7
3
)

府
算
師
の
一
人
が
税
帳
使
に
充
て
ら
れ
た
よ
う
に
、
西
海
道
の
正
税
勘

会
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い
勘
出
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
承

和
元
年
の
主
税
寮
解
に
は
、
延
暦
二
十
四
年
よ
り
天
長
元
年
ま
で
の
勘

(H)

出
分
が
公
麻
稲
に
よ
っ
て
填
納
さ
れ
、
ま
た
豊
前
国
で
は
、
大
同
四
年

よ
り
承
和
十
一
年
ま
で
の
勘
出
が
二
〇
〇
万
束
に
お
よ
び
、
道
代
の
人
　
1
5

の
愁
と
な
り
、
勘
出
物
が
猥
績
す
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
同
国
解
に



(
7
5
)

み
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
正
税
勘
会
が
、
し
だ
い
に
機
能

(
7
6
)

停
止
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
次
の
史
料
に
う
か
が
わ
れ
る
。

主
税
寮
解
偶
。
(
中
略
)
所
司
浜
下
惣
二
勘
管
国
税
帳
一
。
排
中
知

通
行
之
物
数
上
。
而
事
有
二
参
差
一
。
無
レ
由
二
拠
勘
一
。
何
者
。
管
国

税
帳
。
相
共
不
レ
下
(
上
カ
)
。
或
国
縫
勘
二
貞
観
年
中
一
。
或
国
天

安
以
降
未
レ
勘
。

主
税
寮
の
主
張
は
、
元
慶
五
年
の
日
向
国
解
に
「
自
二
弘
仁
十
三

年
一
。
迄
二
貞
観
十
四
年
一
。
合
冊
九
年
。
′
正
税
返
却
帳
所
レ
載
。
応
レ

致
二
穀
類
三
百
七
十
四
万
八
千
四
百
十
一
束
九
把
八
分
八
竜
一
。
自
二
貞

観
十
五
年
-
。
至
二
今
年
-
霊
完
年
。
末
レ
得
レ
勘
レ
帳
。
勘
出
之
物
。

随
而
可
レ
知
。
」
と
み
え
る
こ
と
や
、
元
慶
八
年
大
隅
国
解
に
「
而
此

国
自
二
天
長
元
年
一
以
降
六
十
一
年
。
未
レ
請
二
税
帳
返
抄
一
。
就
レ
中

従
二
天
長
元
年
㌔
迄
二
貞
観
十
五
年
一
。
合
五
十
年
。
正
税
返
却
帳

所
レ
教
。
勘
出
穀
頴
二
百
五
十
一
万
二
千
六
百
九
十
束
。
自
二
貞
観
十

六
年
一
迄
二
当
年
一
。
一
十
一
年
。
公
文
未
レ
勘
。
亦
其
帳
未
レ
進
。
然

(7。。)

則
勘
出
之
穀
。
未
レ
知
二
幾
許
こ
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
決
し
て
誇
張

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
勘
解
由
使
勘
判
抄
で
は
貞
観
十
三

年
の
筑
後
守
紀
宗
守
に
つ
い
て
「
又
云
。
前
司
同
任
及
見
任
相
共
催
二

使
者
一
。
令
レ
請
二
取
返
抄
一
。
待
レ
畢
放
還
。
但
税
帳
若
有
二
返
却
帳
一

者
。
不
レ
可
二
更
論
一
。
」
と
、
正
税
勘
会
の
実
否
が
問
題
と
な
っ
て
い

(
7
9
)

る
の
で
、
後
任
者
が
不
与
解
由
状
発
給
の
際
に
正
税
勘
会
の
履
行
を
確

認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
諸
国
が
正
税
勘
会
を
忌
避
し
て
い
た

の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
筑
前
国
は
斉
衡
二
年
、
.
豊
前
国
は
貞
観
十

三
年
、
豊
後
国
は
元
慶
三
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
関
郡
司
職
田
額
を
登
載
し

(
8
0
)

た
地
子
帳
を
提
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
子
帳
は
『
延
書
式
』
　
の

規
定
で
は
、
正
税
帳
と
と
も
に
使
に
付
し
て
民
部
省
に
送
り
、
正
税
勘

会
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
諸
国
は
そ
れ

ぞ
れ
の
年
度
に
正
税
勘
会
に
臨
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
な
じ
大
牢
府
の
管
轄
下
に
あ
る
諸
国
の
な
か
に
、
正
税
勘
会
に
臨

む
国
と
そ
う
で
な
い
国
と
が
存
在
す
る
と
い
う
、
本
来
の
勘
会
制
度
か

ら
は
あ
り
え
な
い
実
態
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
元
慶
八
年
の
大
隅
国
解
に
み
え
る
、
四
度
公
文
を
大
牢
府
に
進
め

た
の
ち
は
国
島
雑
掌
が
上
京
し
な
い
国
々
と
、
雑
掌
が
上
京
す
る
国
と

(
8
1
)

の
違
い
に
着
目
し
て
、
比
較
的
大
宰
府
の
統
率
権
が
強
力
な
日
向
・
大

隅
・
薩
摩
を
前
者
の
国
に
想
定
し
、
そ
れ
以
外
の
筑
前
・
筑
後
・
肥
前

・
肥
後
・
豊
前
・
豊
後
の
六
カ
国
を
後
者
に
比
定
す
る
こ
と
も
可
能
性

と
し
て
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
場
合
、
貞
観
十
三
年

の
勘
解
由
使
勘
判
に
み
え
る
筑
後
国
の
事
例
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

か
、
若
干
の
疑
問
は
の
こ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
大
事
府
の

承
認
の
も
と
、
各
国
毎
に
国
雑
掌
と
府
雑
掌
が
中
央
勘
会
に
臨
み
、
勘

出
に
つ
い
て
は
各
国
が
独
自
で
対
応
す
る
方
式
が
成
立
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
述
し
た
ご
と
く
正
税
を
相
通
行
す
る

権
限
を
得
た
大
事
府
は
、
そ
の
権
限
を
利
用
し
な
が
ら
府
で
の
勘
会
を

実
施
し
、
一
定
の
帳
簿
上
の
操
作
の
も
と
に
中
央
勘
会
に
臨
ん
だ
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
む
し
ろ
九
カ
国
す
べ
て
の
正
税
帳
が
掃

16
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わ
な
い
ほ
う
が
む
し
ろ
好
都
合
な
の
で
あ
る
。
ま
た
勘
出
以
後
に
つ
い

て
は
、
元
慶
四
、
五
年
に
筑
後
・
肥
前
・
豊
後
各
国
々
司
が
府
解
に
よ

(
8
2
)

ら
ず
押
署
の
み
で
上
京
勘
弁
し
て
お
り
、
各
国
が
独
自
に
交
渉
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
各
国
に
独
自
の
対
応
を
容
認
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
司
た
ち
に
解
由
な
い
し
は
不
与
解
由
獲
得
の
機

(臼)

会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
府
勘
会
で
の
帳
簿
上
の
調
整
に
よ
っ
て
、

府
権
限
を
拡
大
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場

合
、
解
由
・
不
与
解
由
を
得
難
い
国
司
も
出
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼

(〓)

ら
に
つ
い
て
は
九
世
紀
後
半
に
頻
発
さ
れ
た
恩
赦
を
期
待
す
る
方
途
が

残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
承
和
年
間
以
降
、
い
わ
ゆ
る
前
司
浪
人
問
題
が
、
そ
れ
以

前
ほ
ど
に
は
問
題
と
さ
れ
な
く
な
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
、
中
央
勘
会
に

た
い
す
る
大
宰
府
を
中
心
と
し
た
西
海
這
諸
国
の
対
応
の
変
化
を
考
え

(

°

5

)

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
ろ
う
か
。

大
事
府
を
中
心
と
し
た
勘
会
制
へ
の
新
た
な
対
応
、
大
弐
主
導
権
の

確
立
の
な
か
で
、
西
海
通
話
国
司
は
府
官
人
と
の
一
体
感
を
強
め
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
大
宰
府
機
構
の
な
か
へ
の
諸
国
機
能

の
埋
没
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
傾
向
は
、
府

官
と
西
海
這
国
司
間
の
人
事
交
流
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
助
長
さ
れ
、
元

慶
期
に
も
っ
と
も
顕
著
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
正

税
勘
会
に
か
か
わ
る
諸
制
度
の
改
編
は
そ
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
う
し
た
一
体
感
の
な
か
で
、
一
国
で
開
始
さ
れ
た
律
令
的
原
則
に
抵

触
す
る
政
策
が
、
し
だ
い
に
西
海
這
全
体
の
政
策
と
し
て
浸
透
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

律
令
制
原
則
に
抵
触
す
る
政
策
の
壁
昌
に
は
、
そ
の
背
後
に
同
様
の

政
策
的
課
題
に
苦
悩
す
る
集
団
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
こ
そ
一
国
で
の
実
施
が
突
破
口
と
な
り
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
他

国
の
国
司
た
ち
に
継
受
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
守
相
互
間
の

政
策
情
報
交
換
の
確
立
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、

国
司
解
を
積
極
的
に
採
用
し
上
奏
す
る
大
宰
府
の
意
向
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
ま
た
一
体
感
を
助

長
す
る
効
果
を
は
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
西
海
這
諸
国

司
は
、
一
体
感
と
共
同
利
害
集
団
の
一
員
と
し
て
の
自
己
認
識
を
、
そ

の
な
か
で
育
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四
.
新
羅
の
「
脅
威
」
と
西
海
道

貞
観
二
刀
慶
期
に
お
け
る
大
事
府
・
西
海
道
国
司
ら
の
一
体
感
の
形

成
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
も
の
と
し
て
、
新
羅
「
来
意
」
問
題

が
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
新
羅
「
来
意
」
、
対
外
的
緊
張
の
設
定
に

ょ
っ
て
、
国
司
ら
の
大
宰
府
へ
の
帰
属
意
識
が
強
め
ら
れ
た
と
い
う
側

面
が
み
う
け
ら
れ
る
。
以
下
、
九
世
紀
後
半
の
新
羅
「
来
意
」
問
題
と

の
関
連
か
ら
、
大
事
府
機
構
の
改
編
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

新
羅
と
日
本
と
の
あ
い
だ
.
の
緊
張
関
係
は
、
奈
良
時
代
か
ら
外
交
問

題
の
底
流
と
し
て
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
日
本
の
小
中

華
帝
国
思
想
と
実
態
的
な
新
羅
の
先
進
性
と
の
矛
盾
か
ら
現
出
し
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
先
学
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
　
け

ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
外
交
上
の
構
図
は
」
九
世
紀
以
後
も
基
本
的
に



変
化
は
な
い
。
む
し
ろ
新
羅
商
人
の
活
動
、
日
本
の
貴
族
層
に
お
け
る

唐
物
へ
の
需
要
の
拡
大
も
あ
っ
て
、
状
況
は
い
っ
そ
う
複
雑
に
な
っ
て

い
た
と
い
え
よ
う
。

弘
仁
三
年
二
〇
余
駿
の
新
羅
船
が
対
馬
沖
合
に
到
来
し
、
そ
の
う
ち

先
着
五
人
が
島
民
に
殺
害
さ
れ
た
事
件
や
、
翌
年
の
肥
前
国
中
近
島
民

(
8
6
)

と
新
羅
人
と
の
武
力
衝
突
な
ど
、
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
新
羅
と
の

摩
擦
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
′
そ
の
後
は
『
日
本
後
紀
』
の
欠
如

な
ど
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
明
確
で
は
な
い
が
、
本
格
的
に
緊
張
感
が

た
か
ま
っ
て
い
く
の
は
、
承
和
年
間
以
降
で
あ
っ
た
。

承
和
二
年
、
大
宰
府
は
「
頃
年
新
羅
商
人
来
窺
不
レ
絶
。
非
レ
置
二
防

人
一
。
何
備
二
非
常
一
。
」
と
し
て
、
対
馬
の
絡
人
三
三
〇
人
を
も
っ
て

(
°
°
7
)

要
衝
の
防
衛
に
あ
た
ら
せ
て
お
り
新
羅
へ
の
警
戒
心
の
深
ま
り
が
感
じ

ら
れ
る
。
し
か
し
、
お
り
し
も
こ
の
前
後
は
藤
原
常
嗣
を
大
使
と
す
る

遣
唐
使
派
遣
も
あ
り
、
.
新
羅
と
の
関
係
を
正
常
に
維
持
し
て
お
く
こ
と

が
も
と
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
政
府
は
、
承
和
三
年
に
遣
唐
使
船
難

破
漂
着
に
そ
な
え
て
新
羅
へ
国
書
を
送
っ
た
が
、
使
者
紀
三
洋
が
使
い

の
趣
旨
を
と
り
ち
が
え
、
逆
に
新
羅
・
日
本
間
に
相
互
不
信
を
増
幅
す

(餌)

る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
、
新
羅
商
人
と
国
家

間
交
渉
の
混
乱
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
後
に

は
大
宰
府
・
西
海
道
の
地
方
吏
債
や
西
海
道
の
郡
司
級
豪
族
の
交
易
活

動
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
新
羅
へ
の
警
戒
心
・
不
信
の
た
か
ま
り
は
、
次
の
大
弐

(
8
9
)

藤
原
衛
の
奏
上
に
典
型
的
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

大
宰
大
弐
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
衛
上
奏
四
條
起
請
。
一
日
。
新
羅
朝

貢
。
其
来
尚
臭
。
而
起
レ
自
二
聖
武
皇
帝
之
代
一
。
迄
二
千
聖
朝
一
。
不
レ

用
二
旧
例
一
。
常
慎
二
肝
心
一
。
苛
亘
不
レ
貢
。
寄
二
事
商
売
一
。
窺
二
国
　
1
8

消
息
一
。
方
今
民
窮
食
乏
。
若
有
二
不
虞
一
。
何
用
防
レ
愛
。
望
請
。
新

羅
国
人
。
一
l
切
禁
断
。
不
レ
入
二
境
内
一
。
報
日
。
徳
澤
渦
レ
遠
。
外
蕃

帰
レ
化
。
専
禁
二
入
境
一
事
。
似
二
不
仁
一
。
宜
下
比
二
千
流
来
一
。
充
レ
根

放
還
上
。
商
売
之
輩
。
飛
帆
来
着
。
所
レ
齋
之
物
。
任
二
聴
民
間
令
一
レ

得
二
廻
々
一
。
了
速
放
却
。

こ
の
藤
原
衛
の
起
請
と
太
政
官
の
報
符
に
は
、
新
羅
へ
の
警
戒
心
と

西
海
道
諸
国
の
疲
弊
、
小
帝
国
の
中
華
た
ら
ん
と
す
る
虚
栄
心
、
も
た

ら
さ
れ
る
唐
物
へ
の
憧
憬
な
ど
種
々
の
意
識
が
混
在
し
て
い
る
と
い
え

る
。
こ
れ
以
後
、
渡
来
し
て
く
る
新
羅
の
人
々
の
放
遠
が
史
料
上
急
増

す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
こ
う
し
た
排
外
的
な
対
応
に

と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
佐
異
が
、
隣
国
新
羅
の
侵
攻
の
前
兆
と
し
て
意

識
的
に
喧
伝
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
衛
の
奏
上
の
前
年
に
は
、
肥
後
国
阿
蘇
神
霊
池
の
澗
減
と
伊

(的)

豆
国
地
震
が
早
疫
の
災
害
や
兵
事
の
兆
し
と
解
釈
さ
れ
、
承
和
十
年
に

は
大
事
府
か
ら
「
当
二
新
羅
国
一
。
造
有
二
鼓
聾
l
。
傾
レ
耳
聴
レ
之
。
毎

旦
二
響
。
常
供
二
巳
時
一
。
共
学
発
動
。
加
以
至
二
千
黄
昏
一
。
火
更
見

(別)

臭
。
」
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

本
報
告
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
排
外
的
意
識
と
警
戒
心

を
喚
起
し
、
散
信
心
を
煽
る
よ
う
な
ト
奏
が
、
大
事
府
・
西
海
道
の
機

構
改
革
と
そ
の
も
と
で
の
大
宰
府
権
力
の
強
化
が
模
索
さ
れ
て
い
た
貞

観
年
間
以
降
に
、
史
料
上
頻
出
し
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の



日本古代における地方吏僚集団の形成とその限界(西別府)

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
貞
観
八
年
の
「
神
祇
官
奏
言
。
肥
後
国
阿
蘇
大

神
慎
二
蔵
怒
気
一
。
由
レ
是
。
可
下
発
二
疫
病
一
憂
中
隣
境
兵
上
。
勅
。
国

司
潔
貢
。
至
誠
奉
幣
。
井
転
二
読
金
剛
般
若
経
千
巻
。
般
若
心
経
万

巻
一
。
大
宰
府
司
於
二
城
山
四
王
院
一
。
転
二
読
金
剛
般
若
経
三
千
巻
。

般
若
心
経
三
万
巻
一
。
以
奉
レ
謝
二
神
心
一
消
二
伏
兵
疫
一
。
」
と
い
う
記

(
9
2
)

事
は
そ
の
典
型
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

西
海
這
な
か
で
、
肥
後
国
は
大
宰
府
に
と
っ
て
財
政
的
に
依
存
度
の

極
め
て
強
い
国
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
地
域
の
崇
拝
を
あ

つ
め
る
阿
蘇
大
神
に
か
ら
め
た
「
来
意
」
　
の
卜
奏
は
、
西
海
道
と
く
に

北
部
九
州
の
人
々
に
緊
張
感
と
危
機
感
を
た
か
め
る
う
え
で
十
二
分
の

効
果
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
肥
前
国
基
璋
郡
大
領
山
春
永
を
は
じ
め
藤
津
郡
・

高
来
郡
の
郡
司
級
豪
族
が
新
羅
人
弥
賓
長
ら
と
謀
り
、
新
羅
に
渡
っ
て

兵
等
器
械
を
造
る
術
を
教
習
し
、
対
馬
を
撃
ち
取
る
計
画
を
め
ぐ
ら
し

(
9
3
)

て
い
る
こ
と
を
訴
え
る
者
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
真
偽
は
明
ら
か

に
L
が
た
い
が
、
従
来
進
展
し
て
い
た
新
羅
人
と
北
部
九
州
豪
族
と
の

民
間
交
流
・
交
易
を
否
定
し
、
国
家
的
緊
張
感
の
な
か
に
地
域
社
会
を

統
合
・
埋
没
せ
し
め
る
の
に
、
有
効
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う
。国

家
的
に
、
な
か
ば
意
図
的
に
煽
ら
れ
て
い
く
対
外
的
緊
張
感
の
な

か
で
」
　
貞
観
十
一
年
五
月
、
新
羅
の
海
賊
が
二
腹
に
乗
艦
し
て
博
多
津

に
来
た
り
豊
前
国
年
貢
絹
綿
を
掠
奪
し
て
逃
窺
す
る
と
い
う
事
件
が
起

(
9
4
)

こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
新
羅
海
賊
事
件
は
当
時
の
政
府
に
と
っ
て
、

ま
さ
に
国
威
の
損
唇
で
あ
り
後
世
に
面
目
な
き
次
第
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
も
大
牢
府
々
庁
や
門
桜
兵
庫
の
う
え
に
大
鳥
が
群
集
し
こ
れ
を
神

祇
官
陰
陽
寮
が
「
隣
境
兵
題
」
と
し
て
占
奏
す
る
な
ど
緊
張
が
続
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
右
近
衛
少
将
で
あ
っ
た
坂
上
瀧
守
を
大
宰
権

少
弐
に
任
じ
鎮
護
警
固
の
こ
と
を
勾
当
さ
せ
る
な
ど
軍
事
体
制
の
強
化

(鈍)

が
は
か
ら
れ
た
が
、
貞
観
期
の
大
宰
府
改
革
、
大
弐
権
力
確
立
の
推
進

者
と
な
っ
た
冬
緒
の
大
弐
再
任
も
こ
の
「
海
賊
」
問
題
が
契
機
で
あ
っ

た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

新
羅
商
人
の
来
航
は
そ
の
後
も
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
貞
観
十

二
年
の
対
馬
を
討
ち
取
る
準
備
が
新
羅
に
て
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い

う
対
馬
島
下
県
郡
の
人
ト
部
乙
尿
麻
呂
の
報
告
以
後
、
新
羅
商
人
に
た

い
し
て
も
「
縦
託
二
事
頁
販
一
。
来
為
二
侵
暴
一
。
若
無
二
其
備
一
。
恐

同
二
慢
蔵
一
。
」
と
い
う
警
戒
心
や
、
「
況
新
羅
凶
賊
心
懐
二
親
甜
一
。

不
レ
(
響
欒
尾
-
。
将
レ
行
二
毒
肇
。
」
と
い
う
敵
信
心
の
浸
透
が
は
か

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
「
海
賊
」
事
件
の
犯
人
と
し
て
新
羅

商
人
潤
清
ら
三
〇
人
を
捕
縛
し
、
元
来
管
内
に
居
住
し
て
き
た
人
々
も
、

も
し
来
意
の
際
は
内
応
の
危
険
が
あ
る
と
し
て
上
京
さ
せ
、
実
質
的
な

(
9
8
)

配
流
と
し
た
こ
と
も
、
敵
慌
心
や
排
外
意
識
の
定
着
を
狙
っ
た
も
の
と

い
え
よ
う
。

貞
観
十
二
年
夏
に
も
、
肥
前
国
杵
嶋
郡
兵
庫
の
鳴
動
が
、
菩
亀
の
結

果
「
隣
兵
来
意
」
と
決
せ
ら
れ
る
な
ど
、
大
事
府
を
中
心
と
し
た
「
来

題
」
兆
候
の
報
告
が
あ
い
つ
い
だ
。
こ
の
よ
う
な
な
か
、
貞
観
十
二
年

十
一
月
に
は
、
大
宰
少
弐
藤
原
元
利
万
侶
や
元
大
宰
府
官
人
・
浪
人
ら

が
新
羅
国
王
と
通
謀
し
国
家
転
覆
を
謀
っ
て
い
る
と
の
密
告
が
あ
っ
　
1
9

(
9
9
)

た
。
こ
の
事
件
も
ま
た
そ
の
真
偽
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
で



は
、
先
の
対
馬
奪
取
計
画
と
は
異
な
り
、
郡
司
級
豪
族
の
名
が
う
か
が

え
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
郡
司
級
豪
族
を
担
い
手
と
し

た
地
域
間
交
易
が
、
も
は
や
実
現
し
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
し

め
す
と
と
も
に
、
そ
の
一
方
で
大
宰
府
官
人
内
部
に
は
新
羅
と
の
連
携
、

あ
る
い
は
交
易
へ
の
執
着
を
も
つ
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
存

在
の
一
掃
が
官
人
集
団
の
統
合
の
た
め
に
不
可
避
の
も
の
で
あ
り
、
そ

の
方
向
で
こ
と
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

か
く
し
て
高
揚
さ
れ
た
新
羅
に
た
い
す
る
排
外
主
義
的
敵
慌
心
の
な

か
で
、
元
慶
期
に
か
け
て
も
新
羅
と
の
緊
張
関
係
が
継
続
さ
れ
た
。
あ

い
か
わ
ら
ず
、
兵
草
を
し
め
す
怪
異
が
続
き
、
橿
日
・
八
幡
・
住
吉
・

宗
形
諸
神
宮
へ
の
奉
幣
が
行
な
わ
れ
、
こ
れ
に
た
い
し
兵
事
の
時
期
の

(湖)

近
さ
が
託
宣
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
な
ど
も
あ
っ
た
。

以
上
、
貞
観
二
冗
慶
期
の
対
新
羅
関
係
の
一
連
の
過
程
を
僻
撤
す
る

と
き
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
対
外
的
緊
張
感
を
煽
る
よ
う
な
怪
異
が
西

海
道
に
頻
繁
に
現
れ
、
そ
れ
が
大
宰
府
を
通
じ
て
上
奏
さ
れ
ト
奏
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
理
的
関
係
か
ら
み
て
当
然
と
言
え
ば
当

然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
で
は
逆
に
そ
の
地
理
的
近
接
さ
ゆ
え
に
、

当
時
の
新
羅
国
内
の
状
況
に
つ
い
て
、
大
宰
府
も
あ
る
程
度
掌
握
し
て

い
た
と
考
え
る
べ
き
で
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の

怪
異
を
解
釈
し
利
用
し
た
政
治
的
意
図
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
、
当
時
の
新
羅
が
地
方
豪
族
の
台
頭
な
ど
に
よ
っ
て
国
力

(101)

が
衰
放
し
、
と
て
も
来
意
し
う
る
よ
う
な
状
態
に
な
い
こ
と
を
認
識
し

な
が
ら
、
あ
え
て
対
外
的
危
機
感
を
煽
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
管
内
諸
国

の
人
心
と
り
わ
け
地
方
官
人
層
の
結
束
・
共
同
意
識
を
強
固
な
も
の
に

し
て
い
く
方
策
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
仮

想
の
敵
の
幻
影
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
内
部
の
結
束
は
よ
り
強
固

に
な
り
、
共
属
意
識
は
い
っ
そ
う
た
か
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
意
図

的
に
煽
ら
れ
た
「
脅
威
」
の
な
か
で
、
大
宰
府
々
官
・
西
海
道
国
司
は
、

大
弐
を
中
心
と
し
た
統
合
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
自
ら
を
埋
没
さ
せ
て
い

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お

わ

り

に

九
世
紀
後
半
の
大
事
府
と
西
海
道
諸
国
と
の
矛
盾
・
確
執
が
、
大
字

府
官
人
・
西
海
道
国
司
の
人
的
結
合
の
強
化
と
、
機
構
改
革
・
大
宰
府

権
力
の
再
確
立
と
を
草
の
両
輪
と
し
て
、
克
服
さ
れ
る
過
程
を
検
討
し

た
。
と
り
わ
け
本
報
告
で
は
、
志
向
さ
れ
た
機
構
改
革
も
人
的
結
合
、

相
識
性
の
導
入
な
し
に
は
実
現
し
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

視
点
か
ら
検
討
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
九
世
紀
後
半
の
西
海
道
に
お

け
る
相
識
性
の
導
入
、
人
的
結
合
の
強
化
は
、
あ
く
ま
で
国
家
権
力
、

権
力
編
成
の
主
体
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
支
配
組
織
再
編
の
手

段
と
し
て
、
支
配
層
内
部
に
お
け
る
矛
盾
解
消
の
手
段
と
し
て
機
能
し

た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
新
羅
来
意
」
と
い

う
外
的
脅
威
の
強
調
が
、
そ
の
人
的
結
合
を
促
進
・
強
化
し
た
と
い
う

側
面
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
王
権
を
核
と
し
な
い
地
域
権
力
に
よ
る
人

20
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的
結
合
、
さ
ら
に
は
地
域
間
結
合
が
排
除
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
王
権

の
一
部
を
分
与
さ
れ
た
大
字
府
を
核
と
し
た
人
的
結
合
が
い
っ
そ
う
強

化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
的
結
合
、
す
な
わ
ち
支
配
層
の
共
属
意
識
の
形
成
と
、

現
実
に
対
応
し
た
諸
政
策
の
す
り
合
わ
せ
の
な
か
で
、
次
の
時
代
の
改

革
へ
の
準
侍
と
そ
の
動
機
づ
け
と
な
る
国
例
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
司
に
よ
る
随
時
の
校
正
田
は
、
諸
国
共
斑
の

理
念
で
表
現
さ
れ
て
き
た
中
央
集
権
的
班
田
制
を
否
定
し
、
地
域
を
軸

と
す
る
政
策
展
開
の
時
代
の
始
ま
り
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
h
ソ
、
大
弐

や
国
司
官
長
権
限
の
強
化
と
そ
の
自
己
認
識
は
、
四
等
官
制
を
否
定
し

「
受
領
」
認
識
を
形
成
す
る
第
一
歩
と
な
っ
た
。
ま
た
出
挙
の
段
別
賦

課
や
不
論
土
浪
政
策
の
展
開
は
、
律
令
的
税
制
と
人
民
掌
垣
の
原
則
の

否
定
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
非
律
令
的
理
念
の
展
開
に
寄
与
し
た
西
海
道
国

司
た
ち
が
、
地
域
と
地
域
間
交
流
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
人
的
結
合
を

排
除
し
た
と
こ
ろ
に
し
か
、
自
己
の
共
属
意
識
を
投
影
す
る
対
象
を
兄

い
だ
し
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
限
界
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

註
(
1
)
　
「
政
治
史
の
対
象
に
つ
い
て
」
(
r
石
母
田
正
著
作
集
』
第
十
三
巻
所

収
.
一
九
八
九
年
岩
波
書
店
刊
、
初
出
一
九
五
七
年
)
。

(
2
)
　
門
脇
氏
r
日
本
古
代
政
治
史
諭
し
Ⅱ
-
第
四
章
(
一
九
八
一
年
塙
書

房
刊
、
初
出
一
九
六
四
年
)
、
佐
藤
氏
『
平
安
前
期
政
治
史
序
説
し
第

二
章
・
第
五
章
(
一
九
七
七
年
東
大
出
版
会
刊
)
。

(
3
)
　
二
宮
宏
之
氏
「
歴
史
学
再
考
』
一
九
九
四
年
目
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー

ル
刊
。

(
4
)
　
広
島
史
学
研
究
会
の
一
九
八
九
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
「
近
代
化

諸
過
程
に
お
け
る
社
会
的
結
合
と
そ
の
担
い
手
」
、
九
四
年
度
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
報
告
「
近
代
社
会
と
「
国
民
』
像
の
諸
相
」
は
、
こ
う
し
た
潮

流
の
う
え
で
意
義
深
い
。

(
5
)
　
た
と
え
ば
菅
原
是
善
の
亮
伝
に
「
上
卿
良
更
。
儒
士
詞
人
。
多
是
門

弟
子
也
。
」
　
(
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
四
年
八
月
出
目
粂
)
　
と
み
え
、

あ
る
い
は
良
更
と
い
わ
れ
た
橘
良
基
が
、
紀
今
守
の
治
政
を
参
考
に
し

た
　
(
r
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
六
月
八
日
条
)
　
よ
う
な
事
例
は
あ

る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
政
治
的
集
団
の
可
能
性
を
想
定
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

(
6
)
　
た
と
え
ば
、
常
陸
国
が
霊
亀
年
間
以
降
国
例
と
し
て
き
た
頁
調
脚
力

夫
の
路
根
に
充
て
る
た
め
の
郡
稲
の
出
挙
が
、
大
同
四
年
に
主
税
寮
に

勘
出
さ
れ
た
事
例
(
『
類
果
三
代
格
』
巻
十
四
弘
仁
二
年
二
月
十
七
日
、

官
符
)
　
は
、
国
例
の
法
的
安
定
度
の
脆
弱
さ
を
し
め
す
典
型
例
で
あ
ろ

え
ノ
。

(
7
)
　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
五
年
十
二
斤
十
七
日
条
。

(
8
)
　
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
三
月
十
四
日
条
。

(
9
)
　
『
日
本
偵
主
制
成
立
史
の
研
究
』
第
一
章
.
岩
波
書
店
一
九
七
一
年

刊
。

(
1
0
)
　
国
例
に
准
ず
る
と
い
う
表
現
は
、
す
で
に
天
長
七
年
七
月
十
一
日
官

符
　
(
『
類
果
三
代
格
』
巻
三
)
　
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
弥
勒
寺
講
師
へ

の
法
服
料
を
諸
国
例
に
準
じ
て
給
付
す
る
と
い
う
も
の
で
、
弥
勒
寺
の

宗
教
上
の
地
位
を
考
え
る
な
ら
ば
、
な
ん
ら
律
令
的
枠
組
み
に
抵
触
・
　
2
1



(‖)
(
1
2
)

(
1
3
)

(
1
4
)

(
1
5
)

(
1
6
)

(
1
7
)

(
1
8
)

(
1
9
)

(
2
0
)

(
2
1
)

(
2
2
)

(
2
3
)

(
2
4
)

(
2
5
)

(
2
6
)

(
2
7
)

(
2
8
)

(
2
9
)

逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。

『
類
粟
三
代
格
』
巻
十
二
嘉
祥
二
年
間
十
二
月
廿
六
日
官
符
。

『
類
粟
三
代
格
』
巻
十
五
貞
観
十
八
年
五
月
廿
一
日
官
符
所
引
。

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
四
年
三
月
十
六
日
条
、
同
元
慶
五
年
三
月

十
四
日
条
。

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
三
月
十
四
日
条
。

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
五
月
三
日
条
。

『
類
果
三
代
格
』
巻
七
貞
観
十
年
六
月
廿
八
日
官
符
。

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
八
月
戊
午
条
。

『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
元
年
八
月
壬
辰
条
。

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
二
年
間
十
月
十
二
日
条
。

『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
三
月
丁
酉
条
。

『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
四
月
丙
成
条
。

『
類
果
三
代
格
』
巻
七
斉
衡
二
年
二
月
十
七
日
官
符
。

『
焼
栗
三
代
格
』
巻
十
四
貞
観
四
年
九
月
廿
二
日
官
符
。

北
條
秀
樹
氏
「
府
支
配
と
西
海
道
そ
の
こ
　
(
『
九
州
工
業
大
学
研
究

報
告
(
人
文
・
社
会
科
学
)
二
八
輯
』
、
一
九
八
〇
年
)
、
佐
々
木
恵
介

氏
「
大
宰
府
の
管
内
支
配
変
質
に
関
す
る
試
論
」
　
(
『
奈
良
平
安
時
代
史

論
集
』
所
収
、
一
九
八
四
年
吉
川
弘
文
館
刊
)
。

『
類
果
三
代
格
』
巻
七
嘉
祥
二
年
三
月
八
日
官
符
所
引
。

『
類
果
三
代
格
』
巻
十
二
斉
衡
二
年
六
月
廿
五
日
官
符
所
引
延
暦
十

六
年
四
月
廿
九
日
官
符
。

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
八
月
庚
寅
条
。

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
八
月
丙
子
粂

『
類
衆
三
代
格
』
巻
五
承
和
十
五
年
五
月
十
四
日
官
符
。

(
3
0
)

(
3
1
)

(
3
2
)

(
3
3
)

(
3
4
)

(
3
5
)

(
3
6
)

(
3
7
)

(
3
8
)

(
3
9
)

(
4
0
)

(
4
1
)

(
4
2
)

(
4
3
)

(
4
4
)

(
4
5
)

(
4
6
)

(
4
7
)

『
類
果
三
代
格
』
巻
七
嘉
祥
二
年
三
月
八
日
官
符
所
引
。

『
類
粟
三
代
格
』
巻
十
二
承
和
元
年
四
月
十
五
日
官
符
。

『
類
果
三
代
格
』
巻
十
二
斉
衡
三
年
五
月
廿
七
日
官
符
。

た
と
え
ば
、
『
類
衆
三
代
格
』
巻
七
天
長
二
年
八
月
十
四
日
官
符
に

は
「
府
所
二
惣
管
一
九
国
二
島
。
放
逐
之
鰹
内
外
相
兼
。
雑
務
出
納
触
レ

色
紛
繁
。
監
典
等
早
朝
就
レ
衛
午
後
分
行
。
多
レ
事
少
レ
人
僅
検
二
大
昭
一
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

『
類
果
三
代
格
』
巻
十
四
大
同
二
年
正
月
十
三
日
官
符
。

『
類
果
三
代
格
』
巻
七
天
長
二
年
八
月
十
四
日
官
符

平
野
邦
雄
氏
「
大
宰
府
の
徴
税
機
構
」
　
(
『
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』

所
収
、
一
九
六
九
年
吉
川
弘
文
館
刊
)
。

『
類
栗
三
代
格
』
巻
六
承
和
五
年
六
月
廿
一
日
官
符

拙
稿
「
九
世
紀
の
大
事
府
と
国
司
」
　
(
『
新
版
・
古
代
の
日
本
3
』
九

州
・
沖
縄
所
収
、
一
九
九
一
年
角
川
書
店
刊
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
類
衆
三
代
格
』
巻
八
承
和
十
四
年
十
月
十
四
日
官
符
。
な
お
長
山

春
草
氏
『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
』
　
(
一
九
七
一
ハ
年
塙
書
房
刊
)
第
八

章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
二
月
乙
巳
条
。

『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
六
月
八
日
条
。

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
九
月
廿
二
日
条
。

『
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
二
月
乙
巳
条
。

『
文
徳
天
皇
実
録
』
斉
衡
二
年
正
月
丙
中
条
。

『
日
本
三
代
実
録
L
貞
観
五
年
五
月
朔
日
条
。

『
文
徳
天
皇
実
録
」
斉
衡
二
年
五
月
契
丑
条
。

『
日
本
三
代
実
録
し
仁
和
三
年
六
月
八
日
条
。
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日本古代における地方吏僚集団の形成とその限界(西別肝)

(4。。)

(
4
9
)

(
5
0
)

(
5
1
)

(
5
2
)

(
5
3
)

(
5
4
)

(
5
5
)

(
5
6
)

(
5
7
)

(5。。)

(
5
9
)

(
6
0
)

(
6
1
)

(
6
2
)

(
6
3
)

(
6
4
)

(
6
5
)

(
6
6
)

(
6
7
)

r
日
本
三
代
実
録
し
貞
観
三
年
二
月
廿
九
日
条
。

r
日
本
三
代
実
録
」
貞
観
四
年
十
二
月
廿
七
日
条
。

r
日
本
三
代
実
録
」
元
慶
五
年
十
一
月
九
日
条
。

r
日
本
三
代
実
録
し
元
度
三
年
正
月
十
五
日
条

r
琉
粟
三
代
格
L
巻
七
斉
衡
二
年
二
月
十
七
日
官
符
。

r
日
本
三
代
実
録
し
貞
観
十
二
年
二
月
廿
三
日
条
。

r
日
本
三
代
実
録
L
元
慶
四
年
六
月
七
日
条
。

r
焼
栗
三
代
格
L
巻
七
元
慶
三
年
九
月
四
日
官
符
。

r
類
果
三
代
格
L
巻
十
四
貞
観
四
年
九
月
廿
二
日
官
符
。

「
日
本
三
代
実
録
L
貞
観
十
二
年
二
月
廿
三
日
条
。
冬
緒
は
貞
観
三

年
か
ら
貞
観
八
年
ま
で
大
弐
を
務
め
た
あ
と
京
官
に
転
任
し
、
貞
観
十

一
年
再
度
大
弐
に
就
任
し
て
い
る
。
「
縦
令
一
任
之
内
。
殊
立
二
厳
制
一
。

猶
恐
。
相
承
之
官
任
レ
意
改
更
。
」
と
い
う
主
張
は
、
最
初
の
任
期
中
に

実
現
し
た
こ
と
が
、
そ
の
後
改
編
・
弛
緩
し
た
こ
と
へ
の
不
満
か
ら
発

せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
日
本
三
代
実
録
し
貞
観
十
五
年
十
二
月
十
七
日
条
。

r
類
果
三
代
格
L
巻
六
承
和
五
年
六
月
廿
一
日
官
符
。

r
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
九
月
十
七
日
条
。

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
二
月
十
九
日
条
。

『
頸
果
三
代
格
』
巻
六
貞
観
二
年
九
月
廿
七
日
官
符
。

『
類
粟
三
代
格
』
巻
十
五
斉
衡
二
年
十
月
廿
五
日
官
符
。

『
類
果
三
代
格
』
巻
七
貞
観
十
年
六
月
廿
八
日
官
符
。

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
五
月
三
日
条
。

『
類
果
三
代
格
』
巻
七
嘉
祥
二
年
三
月
八
日
官
符
。

『
類
果
三
代
格
』
巻
十
二
斉
衡
三
年
五
月
廿
七
日
官
符
。

(
7
1
)

(
7
2
)

(
7
3
)

(
7
4
)

(
7
5
)

(
7
6
)

(
7
7
)

(
7
3
)

(
7
9
)

(
8
0
)

(
8
1
)

(
8
2
)

(
8
3
)

r
類
粟
三
代
格
』
巻
八
貞
観
十
三
年
八
月
十
日
官
符
。

な
お
斉
衡
三
年
官
符
中
に
み
え
る
「
返
抄
」
は
、
未
進
分
を
記
載
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
部
分
返
抄
と
考
え
ら
れ
る
。

『
類
粟
三
代
格
』
巻
十
二
寛
平
九
年
六
月
十
九
日
官
符
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
以
前
は
諸
国
の
帳
は
府
に
留
め
、
用
度
帳
の
み
が
上
進
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
中
央
勘
会
は
有
名
無
実

化
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

「
類
果
三
代
格
』
巻
八
貞
観
十
三
年
八
月
十
日
官
符
。

『
類
栗
三
代
格
』
巻
一
貞
観
十
三
年
五
月
二
日
官
符
。

『
類
果
三
代
格
』
巻
十
二
弘
仁
十
三
年
四
月
十
五
日
官
符
。

『
類
粟
三
代
格
』
巻
十
二
承
和
元
年
四
月
十
五
日
官
符
。

「
類
果
三
代
格
』
巻
七
嘉
祥
二
年
三
月
八
日
官
符
。

「
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
二
月
十
九
日
条
。

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
五
月
三
日
条
。

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
九
月
五
日
条
。

『
政
事
要
略
』
巻
五
十
七
。

『
政
事
要
略
』
巻
五
十
三
廷
書
十
四
年
八
月
八
日
官
符
。

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
九
月
五
日
条
。

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
四
年
四
月
廿
九
日
条
、
並
び
に
同
五
年
五

月
三
日
条
。

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
四
年
六
月
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
新
大
弐
安

倍
貞
行
の
申
請
に
よ
っ
て
、
解
由
を
得
た
国
守
が
府
司
へ
ふ
れ
た
の
ち

入
京
し
て
い
た
先
例
が
否
定
さ
れ
、
府
解
を
う
け
な
け
れ
ば
出
立
で
き

な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
元
慶
四
年
以
前
は
、
勘
会
・
勘
出
・
勘

弁
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
解
由
・
不
与
解
由
の
獲
得
が
各
国
々
司
の
責
任
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で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
れ
は
第
二
章
で
述
べ

た
国
司
の
要
望
に
こ
た
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
こ
う
し
た

国
例
を
否
定
し
て
、
再
度
大
字
府
の
府
解
を
必
要
と
し
た
と
こ
ろ
に
、

大
弐
権
限
を
拡
大
せ
ん
と
す
る
貞
行
の
志
向
が
う
か
が
え
る
。

(
8
4
)
　
佐
竹
昭
氏
「
勘
解
由
使
勘
判
の
構
造
と
解
由
制
の
変
質
に
つ
い
て
」

(
『
地
域
文
化
研
究
』
六
、
一
九
八
一
年
)
　
に
よ
れ
ば
、
承
和
十
二
年

以
降
、
再
三
解
由
勘
判
制
度
を
停
止
さ
せ
、
解
由
制
度
を
超
越
す
る
恩

赦
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

(
8
5
)
　
十
世
紀
に
は
主
計
・
主
税
寮
の
勘
会
に
か
わ
っ
て
、
府
勘
会
の
結
果

95　94　93　92　9190　89　88　87　86

を
記
し
た
府
解
が
受
領
功
過
の
材
料
と
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
　
(
平
野
博
之
氏
「
在
地
勢
力
の
胎
動
と
大
事
府
支
配
の
変
容
」
(
『
新

版
・
古
代
の
日
本
3
L
九
州
・
沖
縄
所
収
、
一
九
九
一
年
角
川
書
店
刊
)

が
、
あ
る
い
は
九
世
紀
段
階
か
ら
府
勘
会
の
結
果
を
記
載
し
て
民
部
省

に
提
出
さ
れ
る
府
解
が
、
西
海
道
国
司
に
と
っ
て
は
返
抄
的
な
公
験
と

し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
正
月
甲
子
条
。
同
四
年
三
月
辛
未
条
。

『
続
日
本
後
紀
L
承
和
二
年
三
月
己
未
条
。

『
抗
日
本
腰
巴
承
和
三
年
十
二
月
丁
酉
条
。

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
八
月
丙
子
条
。

『
続
日
本
後
紀
L
承
和
八
年
五
月
壬
中
条
。

『
続
日
本
後
紀
」
承
和
十
年
八
月
戊
寅
条
。

『
日
本
三
代
実
録
し
貞
観
八
年
二
月
十
四
日
条
。

『
日
本
三
代
実
録
L
貞
観
八
年
七
月
十
五
日
条
。

『
日
本
三
代
実
録
」
貞
観
十
一
年
六
月
十
五
日
条
。

「
日
本
三
代
実
録
し
貞
観
十
一
年
十
二
月
十
四
日
条
。

(
9
6
)
　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
十
二
月
廿
八
日
条
。

(
9
7
)
　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
二
月
十
二
日
条
。

(
9
8
)
　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
二
月
廿
日
条
。

(
9
9
)
　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
十
一
月
十
三
日
条
、
同
年
十
一
月

十
七
日
条
。

(
l
腑
)
　
『
日
本
三
代
実
録
し
元
慶
二
年
十
二
月
十
一
日
条
、
同
年
十
二
月
廿

四
日
条
。

(
机
)
　
当
時
の
新
羅
国
内
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
藤
間
生
大
氏
「
東
ア
ジ
ア

世
界
の
形
成
』
第
二
章
(
一
九
六
六
年
春
秋
社
刊
)
、
洪
淳
讃
氏
『
韓

国
古
代
の
歴
史
』
(
一
九
九
二
年
書
川
弘
文
館
刊
)
参
照
。

(
広
島
大
学
文
学
部
)
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The Germ and Limits of Provincial Governor's

Political Sturucture in Ancient Japan.

by Motoka Nishibeppu

This thesis treats of transformation of relationship between加aifu (大宰府Kyushu

regional office) officials and Provincial Governor of Saikaido (西海道ancient name of

Kyushu). The au也or thereby hopes to apply an different method.

The Procincial Governors took the responsibility of tax payment to the central govern-

ment and to receipt of official documents during his tenure. By then the provincial

governor was release, and was transferred to another better post.

But, the provincial governor of Satka血7 stood at a disadvantege in that respect by

Dazaifu. And they were imposed duty to rise加ifu official's Kugaito (公腐稲income).

In these circumstances, at the middle 9th century, Dazatfu official's order met with

disregard by the provincial governor of Saikaido, and Dazaifu could not fullfil its ad-

ministratie function.

For that reason, Dajokan (太政官the capital government) gave Dazai-no-daini (大宰大

式the next seat position of Dazaifu) commission to exercise strict control over the prov-

racial governor of Saikaido, and changed上kaifu officials for the provincial governor of

血ikatdo. By the drastic measure, Dazalfu retrieved administratie function again.

The Companionship in the Local Administration

of Wen-chou in Southern Sung China

by Motoshi Oka

The recent rese打dies of Sung history have been focused on the elite's character and ac-

tivities. EspeciaUy, Robert Hymes wrote an impressive analysis of the rise and growth

of the elite families in Northern and Southern Sung. However, he was not interested in

the relation between this local elite and the government.

The aim of this article is to make clear the "informal" group in the local administra-

tion of Wen-chou温州prefecture in Liang-che両断circuit.

By examining the relations between the magistrate and the local elite, the following

characterstics are pointed out:

1 ) The informal relationship between the magistrate and the local elite through

nee-Confucianism permitted the development of the administration in Wen-chou.

2) Although it was not easy to access the magistrates, the local elite was able to do

it. The local elites formed their intimate social ties through the blood relations and the

l

tosho-seibi-repo
長方形




